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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              ９時28分 開議 

              〔４番荒尾典男議長席に着く〕 

○議長（荒尾典男君） おはようございます。 

 ただいまから再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第１号 令和３年度那智勝浦町一般会計予算 

○議長（荒尾典男君） 日程第１、議案第１号令和３年度那智勝浦町一般会計予算を昨日に引き続

き議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 消防長湯川君。 

○消防長（湯川辰也君） おはようございます。 

 それでは、消防関係について御説明申し上げます。 

 28ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 款14使用料及び手数料、項２手数料、目５消防手数料、節１消防検査手数料44万1,000円に

つきましては、説明欄記載のとおり、危険物施設許可及び検査等４項目の手数料を見込み計上

してございます。 

 次に、52ページをお願いします。 

 款21諸収入、項５雑入、目１雑入、節１雑入、説明欄上から４、５、６行目が消防関係でご

ざいます。主なものといたしまして、消防団員公務災害補償共済1,092万2,000円は、消防団員

等の公務災害に係る補償費及び退職報償金です。例年、見込額を計上し、支払い対象事案が起

きれば基金から雑入として受け入れて支払うもので、歳出で同額を計上しています。 

 歳入については以上でございます。 

 140ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 款８消防費、項１消防費、目１常備消防費３億3,581万7,000円は、前年度と比較して79万

8,000円の減額となっています。主な要因といたしましては、委託料の減額でございます。節

１報酬、節２給料、節３職員手当等、節４共済費につきましては、職員40人、会計年度任用職

員１人分の人件費でございます。次に、節８旅費169万7,000円につきましては、会議等以外に

職員の技術、知識の向上を目的として、県消防学校の各種専科教育や救急救命士再病院実習等

の派遣旅費でございます。節10需用費1,110万3,000円につきましては、前年度と比較して77万

3,000円の減額となっています。説明欄１行目、消耗品費では、職員の被服、事務用及び消防

活動用消耗品に加え、労働安全衛生法関連法令の改正により、高所作業で使用する墜落制止用
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器具、いわゆる安全帯の規格変更により、新たに墜落制止用器具の整備を行います。 

 次のページをお願いいたします。 

 上から５行目の修繕料につきましては、車検台数の減数により、前年度と比較して96万

9,000円の減額となっています。次に、節11役務費、説明欄１行目、通信運搬費では、新庁舎

への電話回線構築及び指令システム位置情報通知用回線の光回線への切替えで、前年度と比較

して33万円の増額となっています。次に、手数料では、新庁舎に自家給油施設を設置すること

から、危険物取扱者受検手数料３人分２万3,000円と、他に主なものとして自動車検査、浄化

槽清掃、無線局再免許申請等でございます。車検台数の減数により、前年度と比較して19万

1,000円の減額となっています。また、保険料につきましても、車検台数の減数により12万

5,000円の減額となっています。次に、節12委託料につきましては、前年度と比較して338万円

の減額となっています。説明欄４行目、電気工作物保安業務委託は、消防庁舎消防無線の妙法

中継局及び浜ノ宮中継所の自家発電設備の保安管理委託でございます。７行目、専科教育受講

委託につきましては、県消防学校での各種専科教育と救急救命士再病院研修に係る委託料で、

救急救命士新規養成に係る病院研修等の派遣がないことから、48万1,000円の減額となってい

ます。次の行、消防救急デジタル無線・指令装置保守管理委託につきましては、今年度はシス

テム改修及び装置の定期交換作業の必要がないことから、前年度と比較して110万6,000円の減

額となっています。次に、節13使用料及び賃借料、次ページ、説明欄一番下の行、Ｎｅｔ

119緊急通報システム使用料につきましては、今年度整備し、本年３月１日から運用を開始し

ていますスマートフォン等を用いた119通報システムの使用料でございます。節17備品購入費

につきましては、消防ホース等の消防備品、ウエットスーツ等の水難救助用品、オゾン発生装

置等の救急用備品をお願いするものでございます。節18負担金、補助及び交付金につきまして

は、前年度と比較して120万円の増額です。説明欄、上から３行目、県防災情報システム負担

金は、定期交換品がないことから前年度と比較して72万4,000円の減額となっています。次の

行、県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金は、負担額が増額されたことにより１万

4,000円の増額となっています。次の行、消防救急デジタル無線運営協議会負担金につきまし

ては、前年度と比較して190万2,000円の増額です。無停電装置のバッテリー交換等の定期交換

を行うことによるものでございます。一番下の行、講習会受講料負担金につきましては、中型

免許取得及び小型船舶２級免許取得のそれぞれ２人分の受講料半額負担と、小型移動式クレー

ン技能講習受講及び玉かけ技能講習受講のそれぞれ２人分の受講料全額負担額でございます。 

 常備消防費の説明は以上です。 

 続いて、目２非常備消防費をお願いします。 

 予算額は5,050万4,000円、前年度比191万6,000円の増額となっています。主な要因は、現行

の消防団員の活動服を２か年で新基準の活動服へ切り替えることによるものと、消防団運営交

付金を各分団等に支給することによるものです。節１報酬につきましては、団長以下、消防団

員の年報酬と各種出動手当及び消防ポンプ自動車等の機械整備手当を計上しています。節５災

害補償費と節７報償費につきましては、歳入で御説明申し上げましたとおり、消防団員等の公
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務災害に係る補償費及び退職報償金で、対象事案があれば基金から雑入として受け入れて支払

うもので、見込額を計上しています。節８旅費44万9,000円につきましては、団関連行事や県

消防学校で行われる消防団員の各種専科教育への派遣に係る費用弁償と随行する職員の普通旅

費でございます。節10需用費につきましては、前年度と比較して176万1,000円の増額となって

います。説明欄１行目、消耗品費では、防火衣、ヘルメット等の安全装備品、各車両機器の消

耗器材に、先ほど申し上げました消防団員の活動服を新たに整備いたします。 

 消防関係資料をお願いします。 

 上が旧基準、下が新基準の活動服でございます。旧基準につきましては、令和２年度で生産

が終了したことから、２か年で新基準に切り替えるものです。オレンジ色を多く配色し、視認

性を高めています。なお、背中に現行と同様の文字を入れる予定でございます。 

 予算書に戻っていただいて、６行目、修繕料では、消防団車両の車検台数が前年度より３台

増加することにより21万円の増額となっています。次に、節11役務費、説明欄３行目記載の保

険料につきましては、消防団車両16台の自動車共済保険と消防艇「はくりゅう」の船舶保険が

主なものでございます。 

 次ページをお願いします。 

 節12委託料につきましては、県消防学校での各種教育受講委託として、４課程８人分の受講

費とコミュニティー消防センターの消防用設備等点検委託費を計上しています。次に、節17備

品購入費につきましては、整備が必要な警備用資器材、消防用ホース等の整備を行うものでご

ざいます。節18負担金、補助及び交付金につきましては、説明欄記載の消防団員等公務災害補

償負担金、消防団員退職報償負担金、消防団員災害保険福祉共済制度掛金と、新たに消防団運

営交付金69万6,000円が主なものとなっています。消防団運営交付金につきましては、総務省

から消防団員の報酬については個人支給が望ましいとの通知により、令和３年度からこれまで

の分団長宛てに一括で支給していました報酬を個人支給に変更いたします。これまで各分団は

支給していました報酬から運営費を出し合って団活動に使用していましたが、運営に係るも

の、例えば訓練や災害時の飲料水や軽食等、また軽微な消耗品等については、公費負担が望ま

しいことから、団員１人当たり3,000円を運営費として交付するものです。なお、年度末には

実績報告を義務づけて精算を行ってまいります。 

 非常備消防費の説明は以上でございます。 

 続きまして、目３消防施設費をお願いします。 

 予算額は477万円で、前年度と比較して142万9,000円の増額です。節12委託料につきまして

は、耐震性貯水槽設置に係る地質調査を３か所行うものです。場所は、下里、朝日、天満地内

を予定しています。次に、節15原材料費につきましては、施設修理の材料費でございます。節

18負担金、補助及び交付金につきましては、水道事業に伴う消火栓設置工事等の負担金でござ

います。 

 続きまして、145ページ、上段の目４消防・防災センター整備事業費をお願いします。 

 節10需用費につきましては、新設する消防・防災センター自家給油施設のガソリン6,000リ
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ットル、軽油4,000リットルと、非常用発電装置の軽油950リットルの燃料費でございます。節

11役務費につきましては、消防・防災センターの完成検査と自家給油所に係る設置及び完成検

査の申請手数料でございます。節12委託料につきましては、消防庁舎移転に伴う事務用品等の

引っ越しに係る委託料でございます。節17備品購入費につきましては、新庁舎で使用する備品

購入費でございます。内訳といたしましては、消防本部諸事務室、防災センターで使用いたし

ます机、椅子等の事務用品類に加え、洗濯機、冷蔵庫等の電化製品、庁舎放送設備、仮眠室用

の布団一式及びブラインドなどの庁舎用備品とタイヤ充填用コンプレッサーや訓練等で使用い

たします安全マット等を購入いたします。なお、現在保有しています机などの事務用品につき

ましては、再利用できるものは使用して、できるだけ支出を抑えてまいりますよう努めてまい

ります。 

 消防関係は以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（荒尾典男君） 教育次長田中君。 

○教育次長（田中逸雄君） 教育委員会の関係について御説明いたします。 

 26ページをお願いします。 

 歳入です。 

 款14使用料及び手数料、項１使用料、目７教育使用料、節１学校使用料62万1,000円は、

小・中学校の体育館を使用した場合の使用料です。節２体育センター使用料26万4,000円は、

体育センターの使用に係る分です。節３公園使用料216万円は、天満公園と木戸浦グラウンド

等の使用に係るものです。節４体育文化会館使用料1,006万円は、アリーナ集会室及び研修室

等の使用料です。天満公園、木戸浦グラウンド、体育文化会館につきましては、令和３年度よ

り施設管理が教育委員会となるため、教育使用料への計上となってございます。 

 33ページをお願いします。 

 款15国庫支出金、項２国庫補助金、目７教育費国庫補助金3,559万3,000円のうち、節１学用

品等補助金６万5,000円は、町が要保護児童・生徒に対し就学援助費として援助した費用に対

する補助金であり、補助率は２分の１となっております。節２特別支援教育就学奨励費補助金

124万2,000円は、町から支援を要する児童・生徒に対して就学奨励費として補助した経費に対

する補助金で、補助率は２分の１以内となっています。節３国宝重要文化財等保存・活用事業

費補助金3,428万6,000円は、熊野参詣道中辺路の災害復旧事業に係る70％の補助金です。詳細

は後ほど歳出のほうで御説明いたします。 

 43ページをお願いします。 

 款16県支出金、項２県補助金、目７教育費補助金1,158万4,000円のうち、節１運動部活動推

進事業費補助金24万円は、中学校のクラブ活動における外部講師に対しかかる費用に対する補

助金でございます。節２地域における家庭教育支援基盤構築事業費補助金60万円は、支援を必

要とする家庭の相談活動や不登校児童学習支援などに対する補助です。節３子どもの居場所づ

くり事業補助金133万3,000円は、放課後や休日における子供たちの居場所づくりを目的とし

て、町内の小・中学生を対象としたスポーツ教室、その他各種イベント実施に係る補助です。
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節４地域・ひと・まちづくり補助金65万円は、４月17日に実施を予定しておりますオペラコン

サートに対する２分の１の補助です。節５人権教育総合推進事業費補助金19万円は、人権問題

に関する教育啓発事業実施に対するものです。 

 44ページをお願いします。 

 節６地域子ども会活動支援事業費補助金80万円は、須崎子ども会の活動に対する補助金で

す。節７和歌山県文化財保護費補助金367万3,000円は、熊野参詣道中辺路の災害復旧事業に係

る7.5％の補助金です。節８世界遺産緊急保全対策事業補助金58万円は、那智山から石倉峠へ

の熊野古道の点検業務に対する補助です。節９県ジュニア駅伝大会補助金10万円は、和歌山市

において毎年２月に実施される市町村対抗ジュニア駅伝大会への参加補助金です。節10青少年

センター費補助金14万円は、青少年センターの活動に対するものです。節11和歌山県聖火リレ

ー支援交付金327万8,000円は、４月９日実施予定の東京オリンピック聖火リレー事業に対する

補助金です。 

 次の45ページをお願いします。 

 項３委託金、目３教育費委託金、節１実践的安全教育総合支援事業委託金70万円は、大学教

授や防災士を講師に行う防災教育事業に対する10分の10の委託金です。節２発達段階に応じた

読書活動の推進事業委託金34万円につきましては、読書や学習機会を得ることが困難な親子等

を対象に本を届け、学力向上を目指す事業に対する10分の10の委託金です。 

 52ページをお願いします。 

 款21諸収入、項５雑入、目１雑入、節１雑入のうち、教育委員会の関係は説明欄下から10件

でございます。下から10行目、中学校給食費は、昨年度より実施しております中学校の給食費

を保護者から受け入れるものでございます。次の指導主事納入金は、本町と北山村で設置する

指導主事１名に対する北山村からの納入金です。下から５行目のオペラコンサート入場料は、

１人当たり2,000円、200人分を見込んでおります。次の青少年センター納入金199万9,000円

は、青少年センター運営に係る太地町からの納入金です。 

 次に、148ページをお願いします。 

 歳出です。 

 款９教育費の歳出総額は６億6,190万9,000円で、前年度より１億572万5,000円、19.0％の増

額となっております。熊野参詣道中辺路災害復旧工事で4,897万5,000円増加したことや、体育

文化会館の管理が教育委員会となったことにより、体育文化会館費で4,188万円増加したこと

などが主な要因でございます。 

 款９教育費、項１教育総務費、目１教育委員会費243万5,000円につきましては、教育委員４

名分に対する報酬と旅費、そして教育長の旅費や交際費等です。節８旅費69万5,000円のう

ち、特別旅費につきましては、前年度コロナ禍のため実施を見合わせた３年に１度の先進地視

察５名分40万円を再度お願いしております。 

 目２事務局費9,091万9,000円につきましては、教育長と職員６名分の給料をはじめとした人

件費と、主に小・中学校に派遣される外国語指導助手３名の費用並びに教育センター全体の維
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持管理費が主なものです。節１報酬1,478万9,000円のうち、指導主事につきましては週４日程

度の勤務を予定しております。一般事務補助１人は、教育委員会事務職員に対するものです。

外国語指導助手、ＡＬＴコーディネーターは、英語授業等に従事する３名の外国人英語指導助

手等に対して支払うものです。 

 149ページをお願いします。 

 節８旅費138万2,000円のうち、費用弁償は、外国語指導助手２名がアメリカに帰国するため

の費用、町内の学校へ公共交通機関を利用して訪問するための費用、指導主事の活動等に対す

る費用弁償です。節12委託料473万2,000円は、教育センターの清掃業務、警備業務のほか、各

種点検等の業務委託料でございます。 

 150ページをお願いします。 

 節18負担金、補助及び交付金103万6,000円は、財団法人自治体国際化協会が行っている語学

指導を行う外国青年招致事業に対して負担するもので、本町もここから外国語指導助手２名の

派遣を受けております。 

 目３教育諸費2,981万7,000円は、小学校と中学校、また学校教育と生涯学習にまたがる分野

への事業への支出などとなっております。節１報酬から節４共済費までは、学校図書館司書３

名、スクールソーシャルワーカー１名、特別支援教育相談員１名の人件費です。節７報償費

228万6,000円は、説明欄に記載の各種事業における講師謝礼や教育相談員、家庭教育支援員へ

の謝礼などでございます。 

 次のページをお願いします。 

 節12委託料681万8,000円は、説明欄に記載の各種健診委託のほか、教育研究委託、生徒指導

研究委託につきましては、小・中学校教師の資質の向上を目的として各種研修会の開催などを

委託するものです。節13使用料及び賃借料75万1,000円のうち、説明欄３行目の電子図書館使

用料につきましては、読書や学習機会を得ることが困難な親子等を対象にデジタル図書を届け

ることにより学力向上を図る事業に使用するものです。節18負担金、補助及び交付金743万

6,000円のうち、説明欄、次のページの下から１行目、通学費補助につきましては、町内在住

の中学生、高校生であって、町外の中学校、高等学校に電車またはバスを使用して通学するた

めの定期購入費に対し２万円を上限として２分の１を補助するものでございます。 

 153ページをお願いします。 

 項２小学校費、目１学校管理費１億5,236万円は、小学校全体の管理運営費用でございま

す。節１報酬から節４共済費までは会計年度任用職員の人件費でございます。節１報酬の説明

欄一番上の特別支援教育支援員は、普通学級に在籍している比較的軽度な発達障害を持った子

供たちを支援するため、特別支援教育支援員として６つの小学校に配置する14名分の報酬で

す。用務員は、色川小学校を除く５校に配置している５名分の報酬です。色川小学校について

は中学校と兼ねております。給食調理員は、小学校の６校の18名に対するものです。学校看護

師につきましては、来年度入学予定児童で、糖尿病のためインスリンによる血糖管理が必要な

児童や、心臓疾患がありチアノーゼ症状を発するおそれがある児童、また腎臓疾患を有する児
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童がおられ、医学的サポートの必要性があることから、勝浦小学校に看護資格を有する方を新

たに１名配置するものです。節10需用費3,628万7,000円のうち、消耗品費は、文具や感染症対

策用消毒液などを含む消耗器材費でございます。修繕料は、小学校の施設等の修繕料です。 

 154ページをお願いします。 

 節12委託料1,692万4,000円の主なものですが、学校保健委託は、児童、教員、給食調理員に

対する寄生虫、検尿、結核などの検査委託料でございます。健診委託は、児童に対して学校保

健法に基づいて実施する内科・歯科健診の委託料です。通学輸送委託は、色川小学校のスクー

ルカー２台と勝浦小学校、下里小学校のスクールバスの運営委託費、また校外活動時の送迎に

対する委託料です。節13使用料及び賃借料711万7,000円のうち、説明欄下から２行目の教職員

用パソコン借上料は、教職員が使用するパソコン、プリンター、その他附属品の借上料でござ

います。節14工事請負費367万円は、備考欄上から２件の工事と通常の維持管理修繕となって

おります。市野々小学グラウンド排水路改修工事につきましては、大雨時のグラウンド山側か

らの雨水が車道から集落への流入を防止するため、グラウンドと道路との境界部分に側溝16メ

ートル、集水ますを設置し、グラウンド内にある暗渠へ雨水を誘導するものです。下里小学校

トイレ改修工事につきましては、下里小学校体育館が避難所を兼ねているため、体育館男女ト

イレ各１基の洋式化を行うものです。節17備品購入費648万円のうち、校具・教材備品は、例

年お願いしているもののほかに、宇久井小学校給食備品のコンビオーブンと下里小学校給食室

エアコンをお願いしております。それぞれ経年劣化による更新でございます。 

 次の155ページをお願いします。 

 節18負担金、補助及び交付金61万9,000円は、備考欄記載の16件の各種分担金等でございま

す。 

 目２教育振興費2,456万1,000円でございます。 

 156ページをお願いします。 

 節13使用料及び賃借料806万2,000円は、６校分の児童用の教育用パソコンの借上料で、昨年

度と同額でございます。節18負担金、補助及び交付金471万8,000円のうち、通学費補助は、原

則通学距離が片道２キロ以遠の児童がバスや自転車で通学した場合の費用として保護者に補助

するもので、実支出額の４分の３の補助率となっております。学校給食費助成事業補助金は、

小学校、中学校に児童・生徒が３人以上在籍する世帯の３人目以降の給食費を無料とし給食費

の負担軽減を図るもので、54名分を見込んでおります。節20扶助費900万円は、就学援助費と

して要保護世帯、準要保護世帯、特別支援教育就学世帯に対して、修学旅行費や学用品費、給

食費などを補助するものです。 

 157ページをお願いします。 

 項３中学校費、目１学校管理費7,590万1,000円は、中学校４校に対する学校の管理運営費で

ございます。節１報酬から節４共済費までは会計年度任用職員の人件費でございます。節１報

酬の説明欄一番上の部活動指導員は、運動部の指導員として１名分の報酬です。特別支援教育

支援員は、小学校費と同様に普通学級に在籍している比較的軽度な発達障害を持った子供たち
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を支援する８名分の報酬です。用務員は、４中学校に配置する４名分です。栄養士につきまし

ては、給食の献立作成などのほか、食育に関する学習に取り組むもので１名分でございます。

節７報償費79万1,000円のうち、保健体育外部指導謝礼は、体育授業で剣道を指導していただ

く講師への謝礼です。防災教育・情報モラル講師謝礼は、防災教育・情報モラル教育等の外部

講師への謝礼です。節10需用費2,533万5,000円のうち、消耗品費は文具や消耗器材のほか、教

科書改訂に伴う指導書802万6,000円が含まれており、昨年より増額となっております。 

 158ページをお願いします。 

 節12委託料785万1,000円のうち、健診委託は、小学校費と同様に内科医、歯科医等に支払う

定期健診委託料でございます。通学輸送委託は、下里中学校へ通学する太田地区の生徒並びに

太田小学校へ通学する太田地区内の児童の送迎と児童・生徒の校外学習活動時のスクールバス

による送迎に係るものです。節13使用料及び賃借料741万2,000円のうち、教職員用パソコン借

上料は、教師用パソコン、プリンター、その他附属品のリース料です。節14工事請負費330万

円のうち、備考欄記載の宇久井中学校職員トイレ改修工事は、宇久井中学校の職員トイレが男

女共用となっているため、新たに空きスペースに女子トイレを整備するものです。 

 159ページ下段をお願いします。 

 目２教育振興費1,917万7,000円でございます。節13使用料及び賃借料783万6,000円のうち、

教育用パソコン借上料は、生徒用パソコンのリース料です。 

 160ページをお願いします。 

 節19扶助費473万6,000円は、小学校費と同様の就学援助費であり、要保護世帯、準要保護世

帯、特別支援教育就学世帯の生徒に対して、学用品費、修学旅行費などを補助するものです。 

 目３給食管理費5,010万4,000円は、中学校給食に係る費用です。節１報酬から節４共済費ま

では、給食調理員８人の人件費でございます。節10需用費2,762万円のうち、給食材料費は、

一月当たり5,000円の400人分を11か月分で計上しております。節12委託料368万8,000円のう

ち、説明欄、次のページの給食輸送委託319万円は、下里中学校で出来上がった給食を宇久井

中学校、那智中学校へ運ぶための委託費用でございます。 

 162ページをお願いします。 

 項４社会教育費、目１社会教育総務費6,260万7,000円は、職員の人件費と社会教育事業や人

権教育啓発事業に係る指導員等の報酬や、町内各地区において開催している各種学級の講師に

対する報償費等が主なものでございます。節１報酬675万9,000円のうち、説明欄記載の社会教

育指導員は、社会教育全般を職員と一緒になって企画立案、実施していくもので、２名分でご

ざいます。相談員は、教育相談活動をはじめ、登校しにくい児童・生徒の学習活動支援、社会

教育指導などを実施するもので、１名分でございます。人権教育啓発指導員は、人権教育啓発

を主に担っていただいており、２名分でございます。 

 163ページをお願いします。 

 節12委託料370万円のうち、説明欄記載の地域ふれあいネットワーク事業運営委託は、放課

後や休日における子供たちの居場所づくりを目的として、スポーツ教室、放課後教室、その他
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各種イベントを実施するための費用でございます。オペラコンサート実施事業委託は、公益財

団法人さわかみオペラ芸術振興財団の御協力を得て４月17日に実施を予定しているもので、紀

の国わかやま文化祭2021応援事業として行う予定でございます。勝浦地方卸売市場第１売場を

会場に、歌手３名、ピアニスト１名の出演を予定しております。客席数は300席でございます

が、そのうち30席は中学生または小学校高学年の児童を招待する予定でございます。節18負担

金、補助及び交付金402万1,000円のうち、説明欄４行目の国民文化祭実行委員会補助金は、那

智勝浦町実行委員会に対する補助です。国民文化祭は、令和３年10月30日から11月21日に和歌

山県内で開催を予定しております。愛称は紀の国わかやま文化祭2021で、本町では八咫烏シン

ポジウムや展示祭などを準備しております。 

 目２公民館費713万7,000円は、各種の公民館教室の実施に係る費用、分館活動に対する経費

や町展開催に要する費用でございます。節７報償費346万3,000円は、公民館教室の講師謝金と

町展開催に要する費用、そして分館長報償と分館事務長報償でございます。 

 164ページをお願いします。 

 節18負担金、補助及び交付金256万2,000円のうち、分館活動費負担金は町内12分館に対して

支払うもので、その下の文化協会補助金は、町内で活動する絵画や音楽、踊り、茶道、華道の

ほか、それぞれに文化活動を行っている団体が加入している14団体221名に対する補助です。

優秀映画鑑賞推進委員会補助金は、町民の皆様に優れた映画の鑑賞の機会を提供するため、映

画フィルムの公開上映を行うものです。優秀映画鑑賞推進委員会が町の事業母体となるもの

で、委員会への補助金です。 

 目３子ども会費337万8,000円は、須崎子ども会の活動に対する経費で、子供たちの学力向上

や健全育成、そして地域の課題に取り組んでいくものです。節７報償費45万9,000円は指導者

謝礼で、定期学習会指導報償をはじめとする諸行事参加報償です。節８旅費95万6,000円の説

明欄、次のページの特別旅費は、２年に１度の視察研修費用を計上しております。節18負担

金、補助及び交付金185万2,000円のうち、須崎子ども会補助金173万8,000円は、須崎子ども会

運営委員会に対し補助するものです。 

 目４文化財保護費5,304万1,000円でございます。節７報償費の史跡整備ワーキンググループ

委員謝礼６万3,000円は、史跡保存活用計画策定に向けた検討会の出席報償です。節10需用費

76万6,000円のうち、修繕料は熊野古道などの史跡修繕です。節11役務費の手数料30万3,000円

は、熊野古道や下里古墳の草刈り手数料等です。節12委託料1,013万6,000円のうち、熊野古道

管理業務委託は、那智高原から新宮市との町境に当たる石倉峠までの熊野古道の管理業務を林

業会社に委託するもので、古道点検や倒木、落石の有無等の確認、軽微な修復作業等を委託す

るものです。月１回を基本に、台風、大雨の後の臨時点検を予定しております。 

 166ページをお願いします。 

 熊野参詣道中辺路（石倉峠）工事監理業務委託834万5,000円と節14工事請負費4,063万円、

熊野古道中辺路（石倉峠）災害復旧工事につきましては、別紙教育委員会関係資料を御覧くだ

さい。 
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 平成29年10月の台風21号により被災した石倉峠について、令和元年度で古道にかかっていた

倒木の処理と土砂の撤去を行いました。古道の損傷が大きい中、本年度、毀損区間の測量、そ

して設計を実施しております。そして、令和３年度において復旧工事を行うものです。工事

は、崩落土、崩落石、堆積木の除去を行う撤去工と、盛土、素掘側溝、石敷き復旧などを行う

復旧工に分けて実施されます。 

 次のページをお願いします。 

 整備対象箇所につきましては、上の図にありますとおり、総延長約200メートルでございま

す。下の図は、整備対象箇所の一部抜粋拡大図となります。図中、青い２本の線が被災した古

道、これをネット状蛇籠や袋型布団かごなどにより土留めを行い、毀損箇所につきましては、

透水性土のう敷きや石敷き復旧を行います。 

 次のページをお願いします。 

 毀損した古道の復旧工事の一例でございます。 

 毀損箇所にまず透水性土のうを敷いた上に盛土し、さらにその上に透水性土のうを敷いた上

で、現場で収集した石材により石敷き復旧を行います。そして、ネット状蛇籠により土留めを

実施します。下の写真につきましては、袋型布団かごやネット状蛇籠などの施工例の参考写真

でございます。 

 予算書166ページにお戻りください。 

 目５図書館運営費2,372万9,000円は、町立図書館の管理運営に係るものでございます。図書

館の業務としましては、通常の図書の貸出しのほかに、本に親しんでもらうための読書マラソ

ン、ボランティアと共催した読み聞かせ会、そして夏休みには子供たちの読書感想文の募集な

どの事業を実施しております。節１報酬から次のページの節４共済費までは、館長１人と図書

館司書３人の人件費が主なものです。 

 167ページをお願いします。 

 節10需用費228万5,000円のうち、消耗品費は、新聞や雑誌、ラベル用紙、印刷用インクトナ

ー等です。節11役務費56万2,000円のうち、通信運搬費は、図書館システムインターネット回

線使用料30万円が含まれております。節12委託料97万円は、説明欄記載の３件の委託です。こ

のうち和歌山大学と連携した地域資料収集・整理・保存事業委託は、地域資料の収集や資料の

デジタル化作成を和歌山大学に委託するものでございます。 

 168ページをお願いします。 

 節13使用料及び賃借料515万8,000円の４行目、図書書誌情報利用料は、新しく購入する本の

データ作成に際し、大手出版社が作成した書誌データを使用するための利用料です。図書館シ

ステム利用料は、図書館システムの運営業者が設置するクラウドサーバーの利用料です。図書

館システム機器リース料は、コンピューターなどのシステム機器のリース料です。節14工事請

負費14万1,000円は、１階閉架書庫作業室に無線ＬＡＮ環境を整備するものでございます。節

17備品購入費268万8,000円は、児童図書や一般図書、ＤＶＤソフトなどの購入費でございま

す。 
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 目６青少年健全育成費148万8,000円は、成人式や青少年の健全育成を図るため、青少年育成

町民会議あるいは青少年センターとも連携を深めながら、非行防止活動を実施するための経費

を計上しております。節７報償費49万円は、成人式へ参加される方々への記念品代とミニコン

サート謝礼です。節12委託料12万円につきましては、毎年11月に実施している青少年健全育成

強調月間の事業として、本町の青少年育成町民会議へ委託する費用です。次のページの節18負

担金、補助及び交付金36万5,000円は、青少年育成町民会議をはじめとした備考欄の団体に対

する補助金等でございます。 

 170ページをお願いします。 

 項５青少年センター費、目１青少年センター管理費734万9,000円でございます。節１報酬か

ら節４共済費までは、主に青少年センターに勤務する事務補助１人と相談員２名の人件費でご

ざいます。相談員の業務内容は、児童・生徒の相談や指導、青少年の非行防止活動のため町内

の巡回パトロールなどをしております。節７報償費37万円のうち、街頭補導報償は、本町と太

地町の補導員による街頭補導の実施に対して支払うもので、延べ200人分の活動を見込んだ経

費です。 

 172ページをお願いします。 

 項６保健体育費、目１保健体育総務費1,103万2,000円は、誰もが参加しやすい健康づくり事

業やスポーツの交流大会、またニュースポーツを取り入れながら町民の皆様方の体力づくりに

取り組んでいくための事業費となっております。節７報償費72万1,000円は、説明欄に記載の

各種講習会、教室等の講師謝金などでございます。節12委託料358万2,000円のうち、東京オリ

ンピック聖火リレー事業業務委託と東京オリンピック聖火リレー事業音響業務委託は、４月９

日開催予定の本町の大門坂から那智大滝までの聖火リレーに係る会場設営などを委託するもの

でございます。 

 173ページをお願いします。 

 節18負担金、補助及び交付金532万1,000円のうち、町スポーツ少年団補助金は、スポーツ少

年団に登録している18団体へ配分するものです。町体育協会補助金は、体育協会へ登録してい

る12団体に対して配分するものです。町体育協会補助金のジュニア駅伝大会は、毎年２月に和

歌山市で開催される和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝大会に出場するための本町チームの選手

並びにスタッフの費用です。新宮・那智勝浦天空ハーフマラソン大会実行委員会負担金は、

11月に開催予定の大会実行委員会への負担金でございます。 

 目２保健体育施設費499万4,000円につきましては、体育センターの電気料、そして学校運動

場に設置している夜間照明等を管理運営するための費用、そして令和３年度より新たに天満公

園や木戸浦グラウンドの維持管理費用につきましても追加となったため、昨年度から361万円

の増額でございます。 

 174ページをお願いします。 

 目３体育文化会館費4,188万円につきましては、体育文化会館の維持管理に係るものでござ

います。節１報酬から節４共済費までは、体育文化会館に勤務する作業員１名と事務補助２名
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の人件費でございます。節10需用費1,418万2,000円のうち、修繕料につきましては、汚水配管

及び汚水ますの修繕のほか、施設維持に必要となる修繕を行うものです。節12委託料1,672万

3,000円につきましては、説明欄に記載の施設運営管理に必要となる業務について委託するも

のでございます。 

 175ページをお願いします。 

 節17備品購入費135万円につきましては、作業員用の軽トラックを購入するものでございま

す。体育文化会館のほか、木戸浦グラウンド、天満公園などの草刈り業務等に使用するもので

ございます。 

 教育委員会の関係は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） 議会事務局長寺本君。 

○事務局長（寺本尚史君） 議会費について御説明いたします。 

 55ページを御覧ください。 

 議会費で本年度8,714万円の予算を計上してございます。対前年度169万9,000円の減額とな

っております。主な減額の要因は、共済費における議員共済会負担率の減、負担金、補助及び

交付金における東牟婁郡町村議会議長会負担金の減によるものです。節１報酬から節４共済費

までの人件費の合計金額は7,819万3,000円で、議会費に占める割合は89.7％となってございま

す。55ページから56ページの節８旅費245万6,000円のうち、特別旅費140万円は、常任委員会

の視察研修旅費と友好都市上松町親善訪問及びそれらに伴う事務局職員の旅費となっておりま

す。節９交際費は１割の減となっています。 

 議会費については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 休憩します。再開10時35分。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              10時23分 休憩 

              10時35分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（荒尾典男君） 再開します。 

 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 質疑に入る前に、質疑の方法についてお諮りします。 

 一般会計予算質疑要領のとおり、歳入は全般とし、歳出は款１議会費から款３民生費まで、

款４衛生費から款６商工費まで、款７土木費から款13予備費までとに分けて行い、最後に歳入

歳出合わせた総括質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、質疑の方法は質疑要領のとおりとします。 

 まず、歳入、款１町税15ページから款22町債54ページまでと、１ページから14ページまでの

歳入の部分を含めて質疑を行います。 
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 １番城本君。 

○１番（城本和男君） 新型コロナウイルスの関係で地方自治体の税収がかなり落ち込むんじゃな

いかと言われております。固定資産税では、評価額は変わらないんで徴収率が影響してくるん

かなと思うんですけども、今回は特例猶予金の8,000万円が増えて、実質4,000万円減額ですか

ね、の減額を見込んでいるようであります。このコロナ禍における税収の見込み、これが適正

なのかどうか、お伺いをいたします。 

 町県民税、これが2,600万円の減額しか見てないんですけども、ここらあたりこの積算とか

根拠……。 

○議長（荒尾典男君） ページのちょっと確認、先にページを言うてください。 

○１番（城本和男君） 15ページです。 

○議長（荒尾典男君） はい、15ページ。 

○１番（城本和男君） 15ページの税ですね。町県民税の積算とか今後の見込額についてお願いを

いたします。 

 それから、47ページ、まちづくり応援基金寄附金のこの増収を見込んでおられますが、その

計画なり方法なり、どういう策を考えられているのかどうかお伺いします。 

 それとまた、この基金が２億円ですか、２億円取崩ししておりますけども、これ色はついて

ないんですけど、その使い道、どのようなものが使い道として考えられているのかお伺いをい

たします。 

○議長（荒尾典男君） 税務課長網野君。 

○税務課長（網野宏行君） 15ページ、固定資産税の適正な予算をしているかということでござい

ます。 

 15ページなんですけども、固定資産税、昨年と比べて4,867万9,000円増額しています。その

主な要因は、滞納繰越し、令和２年度の特例猶予による令和２年度からの繰越しということで

8,050万5,000円ということでございます。その差額、約3,000万円ほどになるんですけども、

現年度課税分のほうが減額となってございます。この減額については、昨日申し上げましたと

おり、新型コロナウイルスによる固定資産税の軽減措置がございまして、減額してございま

す。そのほかに令和３年度は、固定資産の評価替えということで減額もございますが、償却資

産のほう、太陽光発電とかという設置も増えてきてます。償却資産が増えていることもござい

ますので、今回はこのトータルとして昨年と比べまして4,867万9,000円の増で計上してござい

ます。 

 続きまして、15ページ、町民税、昨年と比べて2,500万円の減額ということでございます。

この算出につきましては、令和２年10月時点の実績から決算見込みを算出し、法改正、経済の

状況を見て算出しておりますけども、コロナウイルスの影響による減額は加味しなければなら

ないと考えております。過去に同様なケースはないのでございますけども、平成23年、紀伊半

島大水害で甚大な被害を受けました。その翌年の平成24年度なんですけども、前年度と比べま

して５％の調定減の結果がございましたので、これを参考に５％減で計上してございます。 
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 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 47ページ、まちづくり応援基金の御質問でございます。 

 こちらは、ふるさと納税の寄附金を見込んでございますけども、当町のふるさと納税につき

ましては、年々減少傾向にございます。やはり課題といたしましては、商品の充実、それから

出品者、生産者の方が出品しやすい環境になっていないという、こういったところが主な要因

かと思います。新年度におきましては、再度商品の掘り起こしであったり、現在数社の中間業

者と契約を交わして事務を進めておりますけども、こういった部分も出品者の事務の軽減であ

るとか、役場の事務の軽減、こういったことも考慮して、そういった中間業者との契約の見直

し等も考えて、寄附金の増額ということに努めていきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 基金の充当先ということでございました。 

 議員御存じのとおりでございますが、４つの大きな項目に分けて本町では基金のほうを利用

させていただいてございます。 

 まず、例年のとおりでございますと、町の町営バス運行費等でございますが、それに加えま

して今年度でしたら不良空き家の補助金等、それから空き店舗の活用事業、それから例年どお

りですけども、やる気魅力アップの補助金、新年度新たに追加いたします赤ちゃん出産祝い金

等も基金のほうから使っていければというふうに考えてございます。今回大きく費用が出てお

ります熊野参詣道の石倉峠の災害復旧工事もございます。そのあたりにも基金のほうを充当で

きればというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） １番城本君。 

○１番（城本和男君） 税のことをお聞きしたんですけども、まだそれほど新年度においてはさほ

ど影響がない、これから経済状況にもよると思うんですけども、じわりじわりと厳しい状況に

なるのかも分からないのかなと思います。答弁については結構です。 

 それで、今お聞きしましたまちづくり応援基金の関係ですけども、いろいろ方法も考えてい

ただいておられる。そしてまた、この充当先なんですけども、ちょうど今回、赤ちゃんの出産

祝い金がありますけども、そういう町長の新しい事業に、よそからいただいた寄附金ですか

ら、新しい事業に積極的に使っていただいたらと思います。答弁は結構です。 

 以上です。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 議員御指摘のとおり有効に使わせていただきたいというふうに考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 質疑なしと認め、歳入全般についての質疑を一時中止します。 

 次に、歳出の款１議会費55ページから款３民生費98ページまでと、１ページから14ページま

での議会費から民生費までの部分を含めて質疑を行います。 

 ３番曽根君。 

○３番（曽根和仁君） ３点質問します。 

 64ページのところの節７の報償費のところ、熊野学講座講師謝礼の３万円なんですが、この

講座は一般の町民向けの講座なんでしょうか。橘大学の先生がしてくださるというんですけど

も、どういう講座なのかということ。 

 同じページで、12の委託料ですけど、この地域おこし協力隊と集落支援員さんの委託料、月

額にすると今までは16万円だったのが20万円にアップされるということで、ええことなんです

が、これは今まで本来請求したらもらえてたんでしょうか。今回新たにもらえるようになった

のか、本来やったらもっと早くから請求していたらもらえた金額なのか。それやったらちょっ

と気の毒だなと、もっと早くせなんだのかって思いますが、それですね。 

 そして、次の65ページのところの節18負担金、補助金及び交付金のところで、民間ロケット

発射場周辺地域活性化協議会負担金の1,830万円、これはかなり大きな額なんですが、これは

全てそういう発射関係のイベント費用、物品とかそういうものじゃなくて、全てイベント費用

ということでよろしいんでしょうか。だから、そういうイベント、そういう企画をするような

会社なりに払うというような、そんなのなんでしょうか。そして、協議会というのは、これは

どこか地元の役場かどこかにつくるんですか、設置されるんでしょうか。そして、この金額

が、今回初の発射ということで、たまたま大きな額になっているのか、あと今後はどれぐらい

の額になっていくのかというところが非常に気になるところなんで、以上３つお願いします。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） お答えします。 

 64ページの７報償費３万円、熊野学講座講師謝礼でございます。こちらにつきましては、京

都橘大学とのふるさと協定に基づきまして、京都のほうでこういった講座を予定しておりま

す。対象とするのは、学生のみならず、先方のお住まいの方にも広く参加を呼びかけ実施をし

たいというふうに考えてございます。 

 続きまして、地域おこし協力隊の委託料でございます。地域おこし協力隊の委託料、報償費

ですけども、当町の状況を申しますと、県下でも低い状況にございます。これは本当はもらえ

たのかといお話があったかと思いますが、国のいわゆる財政支援といいますか、交付税の措置

よりかなり低く抑えていたというのが現状でございます。そういった意味では、低く抑えられ

ていたというか、低い金額で契約していたということにはなろうかと思いますけども、今回近

隣の市町村、県下の状況も踏まえまして、ほぼ同等で国の財政支援の範囲内ということで、こ

のような形をさせていただきました。 

 続きまして、民間ロケット見学場の委託料の関係でございます。令和３年中に第１回目の打
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ち上げが予定されております。まず、協議会の組織についてでございますけども、協議会につ

きましては、和歌山県、串本町、本町、この３自治体で協議会を設立してございます。事務所

は串本町の旧の古座町役場分庁舎になる予定でございます。 

 まず、事業費の内訳といいますか、全体の計画ですけども、ロケット打ち上げに関するイベ

ントの企画運営、こういったものが１つ挙げられます。もう一点は、射点が肉眼では見えない

ということがありますので、パブリックビューイングという形で、発射する瞬間を映像として

見ていただけるような、こういった仕組み、それから当然誘客ということですので、民間企

業、旅行会社等になるかと思いますけども、そういったところと連携して誘客に努める、こう

いった事業が主でございます。 

 今後どうなるのか、予算の規模がどうなのかというところでございますけども、事務局とし

ては３年程度運営をする予定でございます。令和３年度につきましては、本町で申し上げます

と、ハード整理も含めて協議会への負担、合わせて2,100万円程度ということでございます。

令和４年度についても引き続きロケットに関するイベントであったり、見学場の整備といった

ものが必要でございます。これはまだ確定しているものではございませんけども、当該事業に

ついては、国の地方創生推進交付金の充当を予定しておりますので、計画の中では令和４年度

は5,800万円、令和５年度については580万円の計画としては費用を計上しているところです。

それに加えて周辺の交通対策、こういったことも必要になってこようかと思いますので、そう

いったことも含めて協議会のほうで企画運営されると、こういった予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ３番曽根君。 

○３番（曽根和仁君） じゃあ、ロケットのほうから先にですけど、ちょっと確認で、今年度は国

の地方創生の補助が幾ら頂けるのか。次年度以降も国のそういうのが頂けるのかということ

で、その規模に応じて。 

 それの確認をお願いするのと、あと熊野学の講座はてっきり勝浦でやっていただけるのかと

思ったんですが、ちょっとお願いしたいんですよ。やはり京都でやっていただくというけど

も、京都やったらいろんなほかの住民、いろんな博物館もあれば学校もあって、京都に住んで

いるような方っていうのは、いろんなそういう機会があるけど、本町のような地方だと、なか

なかそういう、今回そういうオペラが来ますけど、大学の先生の講座、分かりやすい市民講座

みたいなのってなかなか機会がないんで、せっかく橘大学と提携しているんだったら、ぜひ本

町に、交通費はかけても先生に来ていただいて、本町でぜひ我々住民がもっと熊野について勉

強せなあかんと思うんで、今回はしょうがないですけど、次回、今後お願いしたい。京都橘大

学は、今もやってあるかどうか、学長の細川涼一先生っていうのが非常に有名な先生で、今文

系が軽んじられている中、文系のなおかつ日本史の先生が学長をやっている大学ってめったに

ないんで、だからそういう意味でもそういう日本史の有名な先生が学長をやられていると、今

やられているとしたら今もやられていたら、そういう先生から、直接お越しいただくのは無理

でも、その先生の同僚だとかお弟子さんとかいっぱいいると思うんで、そういう先生をこちら
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に向けていただいたらありがたいんで、今後そういうことを考えていただきたいと思います。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） ロケットに関する国の交付金の見込みでございますけども、歳入

の31ページを御覧ください。 

 ４の地方創生推進交付金1,097万6,000円計上してございます。これはロケットに関する費用

2,195万2,000円の２分の１、これを国から推進交付金として受け入れる予定でございます。次

年度以降につきましては、国のほうには計画書を上げておりますので、予定どおり行けば２分

の１の収入というか、支援が見込まれるのではないかというふうに考えてございます。 

 京都橘大学との今後の交流の在り方、町内住民のいわゆる熊野学に対するそういった啓発で

あったり、研修、こういったことも今後交流の在り方を含めて検討していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ８番左近君。 

○８番（左近 誠君） １点お尋ねいたします。 

 ページ61ページの総務費の14番の工事請負費です。その中の庁舎前花壇撤去についてです。

駐車場整備工事ですね、これについてお尋ねします。 

 駐車場を造るということは僕は賛成なんですけど、ところが来客用で駐輪場、自転車で来た

お客さんが自転車を止める場所がないんです。ほいで、ここにもし工事するんやったら、併設

して駐輪場も造ってもらえるのかどうか。いうのは、例えば今自転車で来るお客さんもおるわ

けです。ほいで、特に職員の人らでも、職員の駐輪場はこの裏に30台ぐらい止めれる場所はあ

るんやけど、一般の人が来る来客に駐輪場はないんです。何とかそれ併設をお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 庁舎前の工事の関係でございます。 

 こちらにつきましての駐輪場ということでございますが、参考資料でお渡ししております図

面の右端のほうに、一応図面上は書いてないんですけれども、上屋を設けることまではやらな

いのですが、区画線を設けまして、案内看板等を設置するようなことで駐輪場ということは設

けさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ８番左近君。 

○８番（左近 誠君） 大体何台ぐらい、例えば僕らでも今車で来んと、毎回自転車で来るわけで

すけど、役場へも。ところが、置く場所を探すのに難儀するんです。ほで、今紀陽銀行のＡＴ

Ｍですか、あそこの横のところがちょっと空いてあるんで、あそこへ突っ込ませてもろうたん

だけど、ふだん来たときに自転車をどこに置こうかと迷うわけです。ほで、１台２台じゃなし

に、やっぱりある程度形のあるもんでやってほしいんです。 

 というのは、例えば正面入り口の右側に障害者の駐車場やて大きなあそこを造ってますわ
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ね。あのあたしらも自転車だったら五、六台でも置けるわけです。例えば役場へ来たときでも

ほんまに難儀するんで、分かりやすい自転車、ここへ置いて用をしてくださいとかという場所

をはっきり明示して造ってほしいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） この図面でお示ししておりますとおり、大体七、八メーターの幅はご

ざいますので、それである程度の台数は確保できるのかなというふうに考えてございます。あ

と、これに区画線を引きまして、何らかの看板的なものを設置して分かりやすいような形にす

るよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ７番引地君。 

○７番（引地稔治君） すいません、64ページのロケットの見学場整備のことなんですけど、あま

り発射の瞬間が見えん、それをモニターで映すということなんですが、それはこの65ページの

ロケット発射場周辺地域活性化協議会の中から出していただいて、浦神小学校のグラウンドに

設置いただけるものか。それはモニターがグラウンドに１つなんか、屋上にも見えるようにし

ていただけるのか、これがちょっと。 

 ほんで、64ページのこのロケット見学場整備事業、あまりにも金額が低かったものですか

ら、屋上の防水工事と手すりってだけで、橋もあったね、もしこの観光商品として成り立つも

のなら、もっとお金をかけてやったほうがえんじゃないかなというのもありましたからね。中

途半端なことをせんと、商品になる自信があるなら、がぱっとやるべきかなと思うんですけ

ど、そこら辺ちょっとお聞かせください。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） ロケットの関係についてお答えいたします。 

 まず、パブリックビューイングでございますけども、これは先ほども申し上げましたよう

に、ロケットの打ち上げ映像を撮影しまして、大型モニターを設置し、お客様に見ていただく

ものでございます。設置の場所につきましては、現在、田原海水浴場と旧浦神小学校を予定し

ておりまして、旧浦神小学校につきましては、グラウンドに設置するのか、屋上に設置するの

か、こういったところはこれから協議会のほうで詰めていくということになってございます。 

 それから、見学場のハード整備費用が少ないというお話かと思います。全体計画としては、

今年度整備計画、基本計画を策定しておりまして、まだまだ整備したい部分というのはござい

ます。ただ、まだロケットが打ち上げされていないという状況で、浦神小学校からどのような

形でロケットが見えるのか、それを見たお客様がどういう反応をされるのか、まだまだ不透明

な部分がございます。来年度につきましては、必要最小限の整備にとどめまして、初打ち上げ

の状況を踏まえて今後さらに充実を計画的に図っていきたいと、そのように考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ７番引地君。 
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○７番（引地稔治君） そのほんなら画面は１つなんですね。グラウンドか屋上にするか、どっち

かってまだ決まってないと。モニターで見るって、モニターは１か所なんですね。浦神小学校

に１か所、グラウンドか屋上に１か所ということですね。それやったらもう答弁結構です。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） モニターの数でございますけども、現在正式に決定しているわけ

ではございませんので、ちょっとそのあたり新年度に入って協議会のほうで詳細が決められる

というふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（荒尾典男君） ７番引地君。 

○７番（引地稔治君） 確認なんですけど、その費用っていうのは、協議会のほうの費用で負担し

てくれるんですね。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 来年度、パブリックビューイングに関する費用については

2,200万円を予定されておりますけども、これは協議会で負担しますが、協議会への負担金は

当然町のほうから払っておりますので、内訳を申し上げますと、県が２分の１、それぞれの市

町村が２分の１ずつ、町の負担は４分の１ということになりまして、そのうち２分の１を国の

推進交付金を充当する予定と、こういった状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） すいません、２点ちょっとお聞きさせてもらいます。 

 その協議会のほうの負担金が1,830万円ということで、協議会のほうで田原の海岸と浦神の

……。 

○議長（荒尾典男君） 65ページの分やろ、同じやね。 

○２番（東 信介君） そうです、はい。 

 で、２か所、発射イベントが協議会のほうであるということですね、これは。ほんで、県も

出してくれるから2,200万円の事業費で浦神の事業をやるということですか。ちょっと説明が

分かりにくいんで。その協議会のほうでやってくれるのが、浦神の会場のイベントのほうでパ

ブリックビューイングが１つということで、これ町単では例えば浦神でやる分に予算づけし

て、別の予算を出すということはないんか、その辺１点と、61ページの工事請負費で、花壇と

南大居の町有地整備、これ金額だけちょっと教えてほしい、各金額だけお願いします。 

○議長（荒尾典男君） もう一回言ってください、61ページ。はい。 

 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） ロケット打ち上げに係る協議会と本町との役割ですけども、全体

としましては、協議会への負担金と、それから見学場のハード整備、この２つがございます。

これが合わせて2,195万2,000円でございますけども、このうちハード整備については、協議会

ではなくて、町のほうでやるということでございます。これが金額が362万5,000円でございま
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す。協議会の負担金1,830万円でございますけども、協議会のほうの業務といたしましては、

大きく公式見学場、それから駐車場、それからバスの輸送運営、こういった企画運営が１つ、

それから先ほどからの繰り返しになりますけども、映像配信、パブリックビューイングの運

営、それから周辺の交通対策、こういった部分を協議会が担うと、こういった業務の仕分でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 61ページ、節14工事請負費につきましての明細ということでございま

す。 

 南大居町有地整備工事、斜面の吹きつけ工事でございますが、こちら250万円程度を予定し

てございます。また、庁舎前花壇撤去及び駐車場整備工事といたしましては、残りの948万

9,000円ということで予定してございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） ロケットのほうなんですけど、65ページの、発射見学場２か所のうちの浦

神のほうのイベントのハード整備は町でやる。イベントみたいな感じは全部協議会のほうでや

ってもらえるということでいいんですね。その発射イベントに関しては第１回の発射イベン

ト、今年度の発射イベントに関しては、もう協議会に出した金額以上に、ハード整備以外です

よ、ソフト整備のイベント用にはお金は要らないということですね、この1,830万円ですか、

そういうふうに認識したらええんかな、その辺ちょっと。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 協議会のほうの予算計上でも公式見学場、それからパブリックビ

ューイング、周辺交通対策費用ということで積算をして予算を組立て、本町のほうに協議され

ているものでございますので、現段階では予算どおりの執行というふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） １番城本君。 

○１番（城本和男君） 65ページのロケットの活性化協議会の負担金の関係なんですけど、これ先

ほどちょっと申されてたんですけども、この負担割合、県のほうが幾つなんでしょうか、串本

町が幾つなんでしょうか。本町は４分の１というふうにちょっと聞いたんですが、そこらもう

一度確認させていただきたいと思います。 

 それと、94ページの赤ちゃんの誕生お祝い金、これなんですけども、これはかなり町民の方

も関心が高くて、私、該当になるわとか、新年度だったら私、今該当にならんわみたいなこと

をおっしゃる方もおられます。これは新しい制度で新たにこしらえたものですから、それはも

う仕方がないと思うんですけども、このお祝い金で１人目が５万円、２人目が幾ら、３人目が

10万円、４人目が20万円ですか、これちょっと少し違和感が、お祝い金とすると何かちょっと

違和感があるんですけども、そのあたりほかの５万円定額というのはどうだったんかなとか、
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ほかの市町村も参考にされたかと思うんですけど、そのあたりどういうふうにお感じになって

おられますか。 

 それと、これは住所要件はあったんですかね、ちょっと説明を聞き逃したかも分からないで

すけど、これ住所要件とか、そういうことは決められているのかどうか、ちょっとお伺いした

いと思います。 

○議長（荒尾典男君） 福祉課長榎本君。 

○福祉課長（榎本直子君） 赤ちゃん誕生祝い金についての御質問でございます。 

 金額でございますけども、金額のほうも他の市町村を参考にしながら考えまして、一律５万

円というような考えもございましたが、多子世帯になるほど経済的負担が大きくなること、ま

たたくさんの子供さん、多子の誕生を望みましてこちらの金額にさせていただいております。 

 住所要件につきましては、今のところ、引き続き那智勝浦町に住んでいただく方というふう

には決まっておりますが、その前に何か月前に那智勝浦町に住んでいるか、現在住んでいる方

なのかというところは今のところは検討中でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 65ページのロケットの負担金に関する御質問でございます。 

 まず、協議会の全体予算7,320万円のうち、和歌山県が２分の１の3,660万円、全体の４分の

１の1,830万円を串本町と本町が負担する、こういった負担割合でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） １番城本君。 

○１番（城本和男君） ロケットの協議会の負担金のほう、２分の１と４分の１、４分の１、よく

分かりました。 

 串本町さんは、やはり町を挙げてロケットの啓発というか、ロケットを売りに出していろい

ろと事業をもうされているんですけども、特にロケットの展示なんかも積極的にされているん

ですが、本町もできましたら、特に子供たち、地元浦神に近い浦神の子供たちや下里の子供た

ちもありますんで、串本町さんが作られた展示とか、そういう勉強会とか、そういうものに参

加することが、見に行ったりすることができないのかどうか、これは企画の啓発になるのか、

教育の関係なのか分かりませんけども、その点をお伺いをしたいと思います。 

 それと、出産の赤ちゃんの誕生祝い金なんですけども、これはよそではやはり１年以上住ん

でおられる方、３子、４子になると高額にもなりますし、そういうふうな条件をつけられてい

る市町村もあります。私、定額というのがまだちょっと気になったんですけども、これ出産育

児祝い金だったら、３子、４子に加算してもいいと思うんですけど、出産お祝い金であった

ら、何人目で生まれてもお祝いというのは変わらないんじゃないかなという気もしています。

出産育児祝い金というのもあったんじゃないかなと思っておりますが、その点いかがでしょう

か。 

○議長（荒尾典男君） 福祉課長榎本君。 
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○福祉課長（榎本直子君） 名前は赤ちゃん誕生祝い金というふうにはなっておりますが、もちろ

ん育児支援という意味も含んでおりますので、御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） ロケット打ち上げに関して、子供たちにもそういった体験学習の

場をということでございます。観光企画課の立場で申し上げますと、やはり最初の打ち上げ時

にはぜひ子供たちにも、平日に打ち上げられる場合もありますので、学校との兼ね合いもござ

いますけども、ぜひそういった子供たちにも積極的に見学場のほうには足を運んでいただきた

いと思いますし、また串本町のほうではいろんな設備も充実しておりますので、そういったと

ころ、本町だけではなくて、本町、串本町を交えて有効的な活用というのが図られればという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

 ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） ２点お願いします。 

 まず、61ページの備品購入費の中に45万円、自転車２台40万円というのがあります。自転車

２台40万円というのは、住民感覚からしてもちょっと納得しかねる、どういう自転車を買うの

かなということと、それともう一点、92ページ、福祉健康センターの外壁塗装工事、これ金額

のことじゃないんですけれども、今福祉センター、内部工事で閉鎖しております。コロナのほ

うでも長い間閉鎖してまして、またこの外装工事に当たって、外なので、閉鎖することはない

のかなとは思うんですけども、建物自体が大きいので、足場を組まれたら、また閉鎖するとい

うことになりましたら、町民ひきこもりとか、今閉まっている状態でもかなり町民の間から健

康保持のための心配を家族がされているということもあります。ですから、この工事期間の中

に閉鎖ということが盛り込まれるかどうかをお聞きしたいです。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 61ページ、備品購入費に係ります自転車についてでございます。 

 こちらは電動アシスト付自転車を予定してございます。現在、観光案内所に置いてあるもの

を考えてございまして、それにかごをつけるとか、ある程度のものを附属品をつけたいという

ふうに考えてございます。今回、予算取りに当たりまして、現在使用しております観光案内所

の使用状況なりをちょっと聞いてみたんですけれども、耐火性に優れている、120キロまで行

ける、あと三輪でございますので段差に強い、それからまた御利用者の方から悪い評判がない

よと、それから遠方でも疲れないというような評判を聞いておるということでしたので、今回

予算取りに当たりましては、その定価価格を基準といたしました予算取りをさせていただいた

次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 福祉課長榎本君。 

○福祉課長（榎本直子君） 92ページの福祉健康センター外壁塗装工事の件でございます。 
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 現在、福祉健康センターでは、抗菌の加工工事で閉館中となっております。また、コロナ禍

では閉館時期もありまして、町民の方々には御迷惑をかけたところでございます。３年度の外

壁塗装工事につきましては、足場を組みまして外壁の工事でございますので、閉館する予定は

ございません。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 福祉センターのほうは、閉館の予定がないということで、ほっとしまし

た。 

 それと、自転車をなぜアシスト自転車にしなければならないのか、そこの段差に強い、今説

明を受けたことの内容を聞いても説得力に欠ける話だと思います。もちろん宇久井のニュータ

ウンへ行くのに走行性がいいとか、那智山へ登るのに走行性がいいとか、そういうことをおっ

しゃるんやったら、何となく分かりますけれども、あそこまで行くんやったら時間の無駄やか

ら、車を使って行っていただくやろし、旧町内を走る程度であれば、アシスト自転車にする必

然を感じないんです。むしろ私もアシスト自転車を使ってましたけれども、普通の自転車に比

べれば、バッテリーとか、結局耐久年数というか、ランニングコストがかかるように思いま

す。これは普通の自転車では駄目なんでしょうか。これ総務が買って、職員全員が使える、も

ちろん使えるということですね、それも、２点。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） まず、今回自転車ということで考えさせていただきました点につきま

しては、まず自動車につきましては、当然今規制がかかりつつございます。ガソリン車が使え

ないような形になってまいります。それに合わせまして、１つは１人で出た際とかに、自動車

は４人乗りの自動車、少なくても２人の軽トラというようなことになりますが、１人で行った

ときにも当然その駐車スペースがないようなとこにも公用車を止めなければいけないというよ

うなケースも出てまいりますので、その辺がございましたので、自転車も必要ではないかとい

うことで、まず自転車を購入ということを決めたところでございます。こちらは管理につきま

しては総務で一括管理いたしまして、自動車と同じような形で集中管理をやっていきたいとい

うふうに考えてございます。 

 あとは、アシストの必要性ということでございますが、ある程度のところで１人で出かける

際、先ほど申しましたように駐車場の関係もございますので、１人で出かける際には極力自転

車で出かけるようなことを想定してございますので、アシスト付ということで今回お願いして

いるところでございます。うちの職員で実際那智山までこの自転車で行った者もございます。

ですから、どこまでの距離をというようなことを決める予定はないんですけれども、ある程度

この自転車を有効利用していただいて、駐車禁止の措置なり、そういうことを受けないような

ところで有効的な使い方をやっていきたいということでアシストを選ばせていただいたところ

でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（荒尾典男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 時間がかかろうが、距離が遠かろうが、駐車場の問題とか道の問題でどう

しても自転車で行かなければならない理由があって、アシスト自転車を選択したということと

理解してよろしいですね。 

 でも、ちょっと自分自身では納得はできないんですけれども、１台20万円、確かに私も観光

案内所の前で乗っているのも見ましたし、それぐらいかかる自転車であろうというのは分かり

ますけれども、実際そういう駐車場のほうの懸念もあるのも存じ上げております。これについ

ての説明はもう結構です。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 質疑なしと認め、歳出の款１議会費から款３民生費までの質疑を一時中止

します。 

 休憩します。再開13時。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              11時30分 休憩 

              12時58分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（荒尾典男君） 再開します。 

 款４衛生費99ページから款６商工費128ページまでと、１ページから14ページまでの衛生費

から商工費までの部分を含めて質疑を行います。 

 ３番曽根君。 

○３番（曽根和仁君） ２点質問させてください。 

 117ページの一番下の12の委託料で、地域おこし協力隊業務委託と集落支援員の業務委託が

ありますけど、全員がこれ獣害担当なんでしょうか。今年度、皆さん募集で来ていただいた

ら、獣害対策の協力隊と集落支援員は合計何名体制になるかということと、その仕事のどうい

う仕方を、体制ですね、みんなでチームを組んで町内を巡回するのか、それとも担当制という

んですか、地域担当制にして、それぞれ持ち場に張りつくのか、それちょっと教えてくださ

い。 

 そして、125ページの那智勝浦観光機構の補助金の6,177万円、ここは多分皆さん質問すると

思うんで、私も最初前座でちょっとさらっとどうしても確認したいところを確認したいんです

が、大変なこれ金額の予算で、皆さん一番町民も注目、我々もそうですけど、注目しているん

ですが、やはり我々これ本当に責任がありまして、この組織が町民に支持されて、やっぱり期

待されてという、そういう組織じゃないと、我々も気持ちよく議会で通すことができないとい

うことなんですが、現在やっぱり観光機構に対しては非常に不安に思う、町内でね、そういう

意見があると、大丈夫かっていうね、そういうのは正直課長の耳に入っているかどうか、これ

をまず確認します。いろんな意見がね。 
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 それで、単なる漠然とした反感だとか、そういうのもあるんですけど、やっぱり我々議員な

んで、実際具体的にこういう意見があったというのをちょっと１つだけであれなんですけど、

やっぱり20年近く観光で尽力していたグループの方が観光機構との関係で苦慮していると、何

とかならないかっていうことで、私も含む何人かの議員に要望に来られて、またその方は町長

にも直談判するんだとおっしゃってましたけど、実際そういう方もあるんです。だから、そう

いう方もやはり観光機構と一緒になって、また仕事をしていきたいと思えるように、これはっ

きり観光企画課が間に入って解決をするという、そういう用意もあるかどうか、これも２つ目

の確認です。そのグループだけじゃなくて、ほかにもね。 

 それと、これはまだ組織が未確立なんです。やっぱり人が早く辞めたり、入れ替わりもある

し、部会なんかもまだできたばっかりで実際稼働してないですよね。これは民間の組織で、町

とは別やっていっても、実際には町が今つくっているわけですよね。手がけているんで、これ

をあと１年かけて、本当にきちっとした組織に確立するのはやっぱり観光企画課の仕事だと思

うんで、これを本当に組織を確立できて、なおかつ町民に信頼される、議会も含めて町民に信

頼される組織にできて、それでいろんな問題も解決できるというね、この１年で、そういうこ

とが確約できるかというのを確認したいと思います。 

○議長（荒尾典男君） 農林水産課長西君。 

○農林水産課長（西 眞宏君） お答えします。 

 獣害の担当といたしましては、今年につきましては、地域おこし協力隊新規１名と、今現在

残っておられる集落支援員１名と新規１名の３名体制でやっていこうと思います。研修が終わ

って慣れてきた頃に地域担当としてやっていこうと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構に関する御質問でございます。 

 まず１点目、町民に支持、期待されて立ち上げられた観光機構ということで、現状不安に思

われている町民の方も多くいらっしゃるという話の中で、私の耳といいますか、役場のほうに

も観光機構に対する御意見というのはいろんなところから頂戴しているところでございます。 

 観光機構につきましては、まず地域と一体となって町の観光振興を図るというのが重要なと

ころでございますので、地域の方々に観光機構について御理解をいただくというのが非常に重

要な部分であるかと思います。当然コミュニケーションを図りながら、地域の方々に、地道な

作業になるかと思いますけども、そのあたりは役場のほうも一生懸命取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。 

 まだまだ組織の体制が十分ではないというお話、これはそのとおりでございまして、部会の

ほうもまだ予定どおりの７つの部会設置には至っておりませんし、理事であったり、社員ある

いは会員、このあたりもなかなか拡充というところまでは至ってございません。やはり組織の

基盤整備、これは重要でございます。予算のほうにも計上させていただいておりますけども、

人の充実、こういったところも図りながら、組織は一般社団法人ですので別でございますけど
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も、役場から多額の補助金を支出して、ほぼ役場の補助金で運営されている団体でございます

ので、役場も一体となってこの観光機構が中心になって町の観光振興を図られるような、そう

いった組織になるように努力をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ３番曽根君。 

○３番（曽根和仁君） 観光機構については、この後、多くの意見があるし、委員会でも審議され

るでしょうから、よろしくお願いします。 

 獣害の地域おこし協力隊のところの117ページのとこです。３名体制ということですね。地

域の担当ということなんですが、できたらちょっと要望したいことがあります。そういう担当

になるんやったら、その地域をやっぱり巡回をしてほしい。月に１回ですとか、被害があるか

どうかを確認のためにね。大体農業委員さんですとか、主要な農業者というのは大体分かると

思うんで、そういうところへ行ってどうですかという巡回をしていただきたいんです。それ

と、以前は年に１回か２回、通信が出てましたよね、何とか通信って、獣害の。あれはやっぱ

りよかったと思うんです。獣害で困っている方は電話してくださいというような形で、やっぱ

り年に１回か２回、出されたほうが、ネットの張り方が分からないとか、電柵はどうしたらい

いか分からないとかっていったら、相談に伺いますとかっていうような、そういう形で回覧で

回したらどうかなと思います。 

 あともう一点、今年度要注意地点というんですか、獣害の担当の職員が言うてあるんです

が、私、自分で回っての感想ですけど、下里天満に平見っていうとこがあって、サツマイモを

いっぱい作っているところがあるんですが、あそこが猿の害が今までなかったんだけど、去年

初めてっていうんですか、かなりやられたんです。猿の場合っていうのは、大体２年目、３年

目がひどいんですよ。最初の年は大体様子を見に来て、これ行けるというたら、がっと２年

目、３年目が要注意なんで、もしそこの担当が新米の人やったら、よう対応できんと思うん

で、やっぱりベテランの人を張りつけてもらって、地域の人と一体になってやってほしいの

と、あと一か所、狗子ノ川のポンカンを作っている方です。今までだったら町内で一番作って

いた方が非常にこの二、三年で大きな被害を受けて、今もう４分の１ぐらいに縮小しているん

ですが、その方なんかも以前は獣害担当の方が回ってきたんだけど、最近は全然回ってきてく

れないとかって言っているんで、やっぱりそうやって巡回をしないと見落としがあるし、そう

いう方も遠慮して言わないところもあるんで、そういうところは積極的に出向いていって、困

っている人を助けるというようなことなんで、そのポンカンの農家さんもやっぱり今でも困っ

ているみたいなので、一回顔を出して、大体行ってどこかすぐ分かると思いますので、それ２

つ。担当者には言うてあるんですけど、課長にも言うといたらと思うんで、言うときます。 

○議長（荒尾典男君） 農林水産課長西君。 

○農林水産課長（西 眞宏君） お答えします。 

 獣害対策としましては、今１名で今年はやっていたんで、かなりちょっと巡回等も少なかっ

たかと思いますけども、今後は巡回についてはやっていこうかなとは思ってます。 
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 また、その広報についても、その通信のほうもやっていきますし、一応今考えているのは猿

の場合なんですけども、受信発信でどの位置に来ているよという形で、令和３年度はやってい

きたいなとは思ってます。 

 基本的には、獣害対策としては、かなり個別対応では効率的また効果的な対策は難しいん

で、今後地域住民の人と一体となって共通意識の中で農地を守るであったり、そういうことが

必要で、今後区長さんと協議しながら取組方針とか、うちのほうの施策についても話をしなが

ら追い払いとか防御とか捕獲について総合的に合わせたもので獣害対策をしていきたいと考え

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ９番加藤君。 

○９番（加藤康高君） 124ページの、１つはやる気観光地魅力アップ協働事業補助金800万円で

す。これは昨日、簡単に内容を、４つでしたか、ブルービーチで生マグロでクルーズ船で世界

遺産と温泉ということで聞いております。これ具体的な実際の中身、多分これ毎年出ていると

思うんですけど、特にブルービーチにつきましては、コロナ禍もあったかもしれませんけど、

ウオータースライダーでしたかね、そういうのもあったと思うんですけども、来年度どういう

ふうに考えているのか教えてほしいのと、125ページの先ほど３番議員さんもおっしゃってま

したけど、この観光機構の補助金6,177万円の昨日説明があった中で、観光機構のほうの中身

になるんですけども、その中で地域振興事業費700万円強ですか、この分の事業内容ですね、

これも昨日３件ほど、卓球とあげいん、それとあとまぐろ祭りと聞いておるんですが、もうち

ょっとここ詳しく教えていただきたいと思います。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 予算書124ページの魅力アップ協働事業補助金でございます。 

 事業の内容でございますけども、大きく４点ございます。 

 まず、１点目ですが、ブルービーチ那智環境整備ＰＲ事業ということで、詳細な中身までは

まだ決まっておりませんけども、現在の計画としましては、ブルービーチ那智を活用したツア

ー商品の開発であったり、ガイドツアー、誘客イベント、そういったことを予定しておりま

す。 

 ２点目に、世界遺産と温泉のＰＲ事業ということで、令和３年度、ＪＲ西日本のＷＥＳＴ 

ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河が運行する予定でございます。これに関連しておもてなしの事業、それ

から熊野古道町なか案内の環境整備であったり、世界遺産、温泉を活用したツアー商品の開

発、ガイドツアー、こういったものを予定してございます。 

 次に、生まぐろＰＲ事業として、マグロを活用した商品の開発であったり、集客イベントの

実施、マーケティング調査の実施、こういったことを予定しております。もう一点は、クルー

ズ船のおもてなし事業ということで、新宮港に大型のクルーズ船が就航されますけども、そう

いった際に乗船者の方への入港特典の提供であったり、こういった事業を検討してございま

す。その他といたしましては、観光のＰＲ事業、こういったことも事業計画のほうに予定して
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いるところでございます。 

 続きまして、125ページ、観光機構への補助金の観光機構予算書の下段、７番であります

か、地域振興事業費750万円の内訳でございます。 

 この事業の内訳でございますけども、大きく４点ございます。 

 まず１点目、卓球大会ということで、予算の見込みとしましては、105万円を予定しており

ます。これは従来、観光協会の時代から実施してきたものでございますけども、こういった大

会を開催することで、大阪であるとか名古屋圏からの来町も見込めると。それに関連して宿

泊、商品の拡大にもつながるということで事業を計画しているところでございます。 

 次に、２点目は、あげいん熊野詣ということで、事業予算としては250万円を想定してござ

います。こちらも従来から実施してきた事業でございますけども、熊野詣を現在に再現し、全

国からの参加者を募るといった参加型のイベントでございます。 

 もう一点は、まぐろ祭りでございます。こちらは予算見込み200万円でございます。これも

従来からやってきた事業でございまして、マグロを全国にＰＲし、誘客につなげるということ

で、いずれにしてもこれらの事業については、従前観光協会のほうで行われてきた事業という

ことで、観光機構が立ち上がったときに、そういったことも一旦は引き継ぐということになっ

ておりますけども、実際の実施については十分効果なんかも検証しながら、また実行委員会を

組織して実施しているものもございますので、そういった実行委員会の方々とも協議しなが

ら、今後の在り方というのは検討されるのかなというふうに考えております。 

 すいません、もう一点、インバウンドのプロモーション事業ということで150万円予定して

ございます。これは海外、現時点ではなかなか海外の誘客というのは難しいですけども、コロ

ナの収束を見据えて、外国人の誘客、そういった取組、プロモーション活動、そういったこと

を計画してございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ９番加藤君。 

○９番（加藤康高君） やる気観光魅力アップの補助金の件ですけども、今説明を聞いている中

で、一応おもてなしであったりとか、観光ＰＲ等をしていくということなんですけども、これ

は観光企画課がＰＲしていくんですか。それとも今新しくできた那智勝浦観光機構にお願いす

るような形になるんですか。ちょっとそこらが分かりにくいのと、もう一つ、従来からあった

観光協会の事業等の中で今年度かな、町の人からまぐろ祭りがもうなくなるんだと、観光機構

になってもう今回は全くしないんだと言われて、そんな話も聞いたんですけど、来年度は間違

いなしに実施するのか、そこら辺をちょっと教えてください。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 魅力アップ事業の関係でございます。 

 こちらの事業の実施体制でございますけども、那智勝浦町観光地魅力アップ推進委員会とい

うのを組織してございます。こちらは那智勝浦町と那智勝浦観光機構、それから南紀勝浦温泉

旅館組合、南紀くろしお商工会、和歌山県漁連勝浦市場、こういった団体で構成された委員会
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で実施をするというふうなことになりますので、それぞれの団体の皆さんの意見を聞きなが

ら、委員会として実施を行っていくと、そういった予定でございます。 

 まぐろ祭りの来年度の実施ということについてですが、繰り返しになりますけども、実行委

員会で従来からやってきている事業でございます。今までのようなやり方がいいのか、例えば

ですけども、今年度実施したようなまぐろ・くじら満喫体験フェスタのような、１週間とか、

そういった形でやるイベントのほうがいいのか、そういったイベントの在り方というのは実行

委員会の皆さんとも協議しながら、実施するしないも含めて内容については検討されるものと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ９番加藤君。 

○９番（加藤康高君） 最後に、このイメージで言いますと、観光機構、立ち上がって今までの動

きを見てますと、観光機構はデータ重視、もちろん分かるんですけど、データばっかり取って

て、イベントであるとか、そういうのももちろん協力はしているんでしょうけども、あまりに

も町の人たちにアピールができてないような気がします。その中で、観光というのは本来、も

ちろんデータも大事なんですけど、既存の誘客というところももちろん必要だと思っておりま

して、両輪で動かなかったら、もちろん今コロナ禍ですから、なかなか難しいかもしれないん

ですけど、データデータばっかり言っていると、なかなか町の観光に従事している人たちも何

をしているんだっていう話になってくると思うんですけど、そこら辺、今後那智勝浦町として

観光機構と役場の観光企画課とどういう形で両輪で進んでいくのか、そこだけちょっと教えて

ください。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 議員おっしゃるとおり、観光機構は科学的なアプローチを取り入

れた観光の推進ということで動き出しておりますので、どうしてもデータの収集だったり、分

析、そういったところが目立ってしまうようなところはあるかと思います。観光振興につい

て、その観光機構と役場がどういった役割分担でやっていくかというところでございますけど

も、大きな整理としましては、いわゆるハード整備については役場が担って、それ以外の観光

振興に係るソフト事業については観光機構を中心に推進していくという、そういった整理をし

ておりますけども、ただ観光機構についても動き出したばかりで、まだまだ十分な体制、それ

から町民への理解というのも不足しているところはありますので、議員御指摘のとおり、観光

機構と役場が両輪となって推進できるような、そういったことが必要であるというふうに認識

してございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 12番亀井君。 

○１２番（亀井二三男君） ちょっと２点ほどお伺いします。 

 以前、私が現職のときに携わった仕事に関して質問するのもおこがましいんですけども、

114ページの畜産団地の管理費、これ需用費、役務費等で162万円あるんですけども、収入のほ
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うで、これ収入のページ25ページに、使用料は28万2,000円です。この修繕が大きい。これ例

年同じようなことで、私もずっと見てきたんですけども。これについて今現在、私のときはほ

ぼＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという畜舎がありますよね。あそこへほぼ熊野牛というんですか、宮崎から

買った子牛入れて、肥育しておったんですけども、今の状況はどんなもんか。 

 というのも、あれは地改事業でやった事業ですので、これは当然やっていかなければならな

いんですけど、私のとき以前、先代と、この畜舎を払下げしてくれんかというような話もあり

ました。私どもはその当事者と県の畜産課のほうへ行って払下げしてくれんかと、そこはそこ

で単独で自分らでやるから払下げしてくれんかというような形でお願いに上がったこともあり

ます。そのときは、あれは建設したのは昭和54年か58年頃でしたよね、それからの中で築35年

たってなかったんで、補助金適化法の中でまだ35年たってないよということで帰ってきた記憶

がございます。 

 そういった中で、やっぱり僕は今後そういった形の中で、もう無償というよりお金を払うて

でも、あそこを払下げしてやってもらうほうが、利用者として今後どう考えてあるんか分から

んねやけども、もっともっとやりやすいことも出てくるんやないかという気がしますんで、そ

こら辺の今まで僕のやっていたときと今現在と違った点があれば、また教えてください。 

 それから、皆さん質問しております125ページの観光機構の補助金の問題ですけども、ちょ

っと１点目、この歳入のほうの会費収入200万円、会員数150件という、これ課長の説明では１

月からこういった会員を集めていると聞いているんですけども、この３月現在、現状は会員何

名ほどが申し込まれておるのかということと、それから最後になります地域振興事業費の件で

すけども、私もちょっとこれ、この観光機構がこの事業をやるという、ハード面でやるという

のが僕も勉強不足でちょっと分からないので教えてほしいんですけど、あげいんとかまぐろ祭

り、卓球大会、これは以前から観光協会がやっていた事業ですわね。これは当然去年、観光協

会の閉鎖に当たって、その残予算が機構のほうへ移ったから、これはやっているということで

僕は捉まえておるんですけども、これはやはりこういったハードのやつは、本庁の観光企画が

やるべきやないんですか。これやっぱり観光機構というのは、誘客を主にしたものだと思うん

です。やっぱりこのプロモショーン事業として、今課長が言われたインバウンドも含め、また

全国各地へ日本人のお客さん、全国でこの前新聞で見ましたけど、温泉の町、３位になったん

ですか、そういった形の中で宣伝をして誘客をしてくる、そういったソフト面のことをこの機

構がやるべき問題やと思いますけども、その点は私も正直言って、この３つの事業、これはや

はり観光企画課がやるべきだと思います。 

 以前に私、説明会とか資料をもろうた中で、前に前回の議会で一般質問の中で９番議員が質

問した中でもＤＭＯと観光協会の違い等々ありますけども、この中ではＤＭＯと観光協会が異

なるのは行政の区域を制限されずに動き、公平性に縛られずに成果を上げるために動く点にあ

るという、やっぱり協会との違いが出てますわね。ですから、これはイベントをするのではな

くて、全国的かつ世界的にもインバウンド、この誘客に努めるのが本筋ではないかと思いま

す。そういった面で、今のある観光案内所は別として、そういった本体は、そういった動きを
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するべきではないかなという気がします、その点について。 

 そうなると、この観光機構の定款の中に、定款の中の事業、第４条の中の(7)番の中で、い

ろいろ誘客のことはようけ書いてあるんですけど、ただ単に(7)のところへ、イベントの企画

運営及び支援に関することってあるんです。こうなると、企画もする、運営もする、支援もす

る、何もかもするというような形になってきますんで、この運営というのは僕はこの定款から

消したほうがええやないかなと。運営に関しては、担当課である役場内の企画が主になってや

って、全職員でイベントを応援する、そういった体制を取るほうがええんやないかなと思いま

す。機構がやっても恐らくこの町の職員が行って手伝わなければならない事業ばかりだと、こ

れ思いますので、その辺の区切りをはっきりしておくほうが、町なかから見たら、町の人から

見たら、協会と機構が同じように考えてあるんですね。ましてやこういう協会と同じ事業をす

ると、ほら一緒やないかというような捉まえ方をされるんで、そこら辺の区切りははっきりし

ておくほうがええんやないかと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（荒尾典男君） 農林水産課長西君。 

○農林水産課長（西 眞宏君） お答えします。 

 牛舎の利用状況につきましては、Ａ棟、Ｃ棟、Ｄ棟が１者の精肉店で、Ａ棟が22から23頭飼

ってございます。Ｃ棟については16頭飼っている状況です。また、Ｂ棟につきましては、令和

３年４月から１者の業者が撤退していきます。そして、１つの業者がＡからＤ棟を利用するこ

とになります。そういった中で、その払下げの関係なんですけども、今後も管理費用がかかっ

ていく状況になる中で、施設を使っている方が１人になりますので、一度払下げについても、

また今後の利用方法についても協議していきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構の関係についてお答えいたします。 

 まず、会員の関係でございます。会員につきましては、本年１月から募集を開始しておりま

す。３月２日現在で29者から28万円の収入があるところでございます。 

 続きまして、観光機構予算の地域振興事業費、まぐろ祭り、あげいん熊野詣、卓球大会等の

イベントの実施というところでございます。議員御指摘のとおり、まず観光機構の定款第４条

でも、イベントの企画運営及び支援に関することというのは明記されてございます。 

 この経緯を申し上げますと、繰り返しにもなりますけども、いわゆるハード整備、看板の設

置であるとか、そういったハード系の整備以外は観光機構に担ってもらったほうが、より効果

的に事業ができるのではないかと、そういったことでこのような形になっておるわけでござい

ます。これらのイベントについては、従来観光協会が行ってきたものを一旦は引き継いだとい

ったところでございます。ただ、これら実施の方法であるとか内容、これは単にイベントを実

施するということではなくて、いわゆる観光機構が得意とするデータの収集、それに基づいた

分析で費用対効果がどうだったのか、改善するところはどうなのか、そういったこともやりな

がら、ＰＤＣＡサイクルというものを確立して事業をやっていく、あるいは見直ししていく、
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こういったことが大事なのかなというふうに思います。 

 観光企画課のほうでというお話でございます。これに限らず、いろんなイベントの在り方と

いうことについては、観光機構が中心になってやるのか、あるいは観光企画課がそのイベント

にどのように関わっていくのか、そういったことについては今後相談して、観光機構であった

り、実行委員会で実施しているようなものは実行委員会の皆様にも相談をして、今後のイベン

トの在り方というのは検討する余地があるのかなとは思っておりますけども、まずは一義的に

はこういったイベント事業については観光機構のほうで中心になって実施していくというのが

今のところはいいのかなというふうには考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 12番亀井君。 

○１２番（亀井二三男君） ぜひともその畜産団地に関しまして、利用者と十分話し合われて、お

互いがよい方向に動けるような形を取ってあげていただきたいと。もう恐らくあの鉄骨造、潮

風に吹かれての腐食等、進んできております。ですから、正直言うたら、もうちょっとペンキ

を塗り直して立派なものにして、ほんで払下げしてあげるというようなことが一つの案として

浮かんでくる。そのままやっても、補修もしてくれんのかとなってくるんで、話合いの中で折

り合いのつくとこでできたら、それはやっぱり県の畜産課とも十分話ししながら進めていって

いただきたいと思います。 

 それから、次のこの観光機構の関係で、今課長が言われたように、そのイベント等も機構で

進めていきたい、データ収集とか費用対効果等もある中で、引き継いでいきたいというような

ことも言ってますけども、これ何もそのハード面の事業自体はこっちでやって、データ収集、

費用対効果、これは実行委員会の中にも機構を入れて、データ収集とかそういう作成は機構に

やらすと、機構がやってもらうと、それが機構の仕事ではないかと。それを基にして次の年

に、今年のお客さんよりかはもっと呼んでこられるといったら、そのお客さんを集めに行くと

いうのが機構の役割ではないかというように思います。 

 よって、そういった形を踏まえて、今課長が言われたインバウンドプロモーションの関係も

150万円ですか、取ってますけども、今の状況ですんで、これは今の状況を踏まえてではなし

に、なしとしての考えやと思います。そういった中では、私はここの事業費の中の旅費の

100万円というのは非常に少ないと思います。もっともっと旅費を増やして全国各地へ誘客に

走ってもらう、それが機構の仕事ではないかというふうに私は考えますけども、間違うておっ

たら、私も素人ながらそういった考えを持ってますんで、その点はいかがですか。 

○議長（荒尾典男君） 農林水産課長西君。 

○農林水産課長（西 眞宏君） 一度話合いを持って進めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構についてでございます。 

 まさに議員今おっしゃっていただいたように、観光機構の役割というのは、データを収集し
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て、それに基づいて戦略を立てる、立てた戦略に対して積極的に町外に出ていってプロモーシ

ョンを行う、これがまさに観光機構がすべき事業でございます。そういった視点に立って今後

の事業の在り方ということについては、十分協議をして、どういったやり方がいいのかという

ところは検討した上で事業の実施をしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 12番亀井君。 

○１２番（亀井二三男君） そういった考え方を持って、もう一度こういったものを練り直してい

ただければありがたいかなと思います。 

 とはいえ、もうここへ上がっている中で、予算の中ではいろいろありますけども、変わって

きたなら、また変わってきたで、議会のほうへは十分報告していただきたい。当初から、私ど

も議会議員のほうは、去年の７月20日ですか、事務局から説明に来られて行政と機構は離れた

もんやと、口出しすんなというようなことを言われてますんで、こういう予算のときしか我々

は物を言えませんので、そういったことも踏まえて、そしてこの予算が仮に今回通ったとして

も、この予算どおりの執行に心がけていただきたいと思います。途中で変更になったとか、い

ろいろな問題が去年１年見ますと出てきますんで、やっぱりいろいろと町の税金から補助金と

して出たんで、我々もそれを認めるか認めんかの問題が出てきますんで責任感もありますん

で、そういった形の中でやっぱり常に、今は機構は出てこん、観光企画課長が表になって対面

して物を言ってますけども、今後も十分議会との話、報告、またこっちの質問も通じた中で、

機構にもそういった話を伝えていっていただきたい、そのように考えますので、どうか今後と

もそういった見直し等を踏まえて考えていただきたい、そのように思います。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構に対する補助金6,177万円と町の財政規模からしても非

常に高額な補助金でございます。当然、この補助金が有意義に使われるようにというのは当然

でありますが、観光機構のいろんな活動、動きにつきましては委員会等を通じまして議員の皆

様にも御報告をさせていただき、そこでいただいた意見については、町として観光機構のほう

に申し伝え、観光機構が今後、町の観光振興の中枢というふうに皆様から認めていただけるよ

うな、そういった気持ちで取り組んでいきたいというふうに思いますので、御理解のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

 ７番引地君。 

○７番（引地稔治君） すんません、僕も観光機構のことでちょっと聞かせてください。 

 まるっきりそんなことも分かってないんかということもあるかも分かりませんが、ちょっと

すいません、無知なもんでごめんなさい。 

 まず、委託料のこのデータ収集です。昨年度、前年度も800万円を使って、今年度は500万円

なんですよね。このデータ収集というのも確かに大事なんやろけど、詳しくどんなデータ収集

を考えてあるんか。ほんで、これ何年、データ収集というのはいつになったら終わるんかよ。
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また、来年もデータ収集にまた多額な金額出てくるんか。データ収集、データ収集って一体幾

ら要るんなっていう心配はありますからね。 

 ほんで、そしてまたちょっと分からないのが委託料なんです。専門人材募集委託というの

を、この専門人材っていうたって、観光の中でもいろんな専門分野に分かれてあるんでしょう

けど、どんな専門分野の人材を新たに求めるのか。 

 ほんで、今現在、専門人材っていうのは、この支出の人件費のところなんですけど、給料の

とこなんですけど、今１名なんですか。今度新たに入れる、この募集した人を入れて２名、こ

の専門分野って、今おられる人の専門分野、観光の専門分野の何に所属する専門分野の人なの

か。今度新たにどんな専門分野の人を入れようと、求めようとしているのか、そこをちょっと

聞かせてください。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構に関する予算でございます。 

 観光機構の予算書の事業費の部分の委託料のデータ収集の関係でございます。こちらデータ

収集につきましては、大きく２点ございます。 

 まず、１つ目はスマートフォン等で回答いただくモバイルアンケートというものを実施しま

す。これは町内の宿泊施設であったり、飲食施設等にＱＲコードというものを設置しまして、

それを読み取っていただいて回答いただくものでございます。 

 アンケートの内容につきましては、お客様の性別や年代、居住地をはじめ、町に来ていただ

いたきっかけであるとか、その情報源、交通手段、使ったお金、観光目的、実際に行った場

所、その満足度、お土産の購入といった様々なデータを収集するものでございます。 

 もう一つは、Ｗｉ－Ｆｉビーコンというシステムを使いまして、お客様の持っているスマー

トフォンと自動的に連動させて情報を収集するものでございます。こちらにつきましても、基

本的な属性のほか、このＷｉ－Ｆｉビーコンを設置した場所間の移動について把握できるもの

でございます。 

 こういったいわゆる基礎資料を集めるというのが機構の業務には非常に重要なところでござ

いますし、従来本町ではこういったデータの収集というのを行ってきておりませんので、こう

いったデータ収集をすることで、現在値といいますけども、現在の町の観光客の状況がどうな

のかというのを正確に把握する必要がございます。 

 今後、このような調査を引き続き続けていくのかということでございます。当然、効果を検

証する上では、データの収集というのは必要になってこようかと思います。ただ、このような

形で行うのか、データの収集方法とか、その内容については今後検討されるものというふうに

考えてございます。 

 次の御質問で、一般管理費のほうの委託料の専門人材募集委託でございます。 

 こちらは、大手の観光関連に特化した募集のインターネットを使ったサイトの経費でござい

ます。こちらは、応募をするだけでは無料となっておりますが、応募いただいた方と実際に契

約した場合、費用が発生するというものでございまして、ハローワーク等を通じて募集は行っ
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ておりますけども、なかなか人材が集まらないという現状もありますので、こういった観光関

連に特化した募集サイトを利用することで優秀な人材を確保したいと、こういった思いでござ

います。 

 それから、専門人材の業務でございます。専門人材の業務って非常に多岐にわたってござい

ます。大きくは、機構がこれからしないといけないというところで申し上げますと、組織の体

制づくりであったりとか、それから地域の皆さんとの合意形成、それからマーケティングであ

ったり、プロモーション、それから受入れ態勢の整備、財源の確保、こういったことが機構の

業務として挙げられるわけでございますけども、具体的には専門人材でございますので、誘客

に向けた取組であったりとか、データの分析、それに基づいた戦略の策定であったり、旅行商

品の造成、あるいは今までの経験とか人脈、こういうものを生かして積極的に町外、県外を含

めてプロモーション活動をやっていただくと。こういったことを専門人材だけではなくて、プ

ロパー職員であったり、役場から派遣しております職員、機構職員一体となってこれらの業務

を推進していくと、こういった予定でございます。 

 以上でございます。 

〔７番引地稔治君「今現在は１名なんですか、新たに入れて２名な

んですか」と呼ぶ〕 

 専門人材につきましては、現在１名ですので、新たに１名追加するということでございま

す。 

○議長（荒尾典男君） ７番引地君。 

○７番（引地稔治君） その専門人材という人が２名要るんか、１名要るんか、ちょっとよう分か

らんところですけど、２名やったら２名分の仕事をしてくれるやろうと思うて期待しますけど

もね。 

 ほんで、この委託料の500万円あるでしょう。データ収集の500万円、500万円のこの内訳っ

ていうか根拠というか、この500万円の内訳は分かりますか。 

 ただの人件費とか、ＱＲコード、モバイルアンケートを取る人件費に要るのか、機械代とか

そういうのが要って、機械代に多額の金額が要るのかっていうのもあると思うんですけど。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 委託料の内訳でございます。 

 先ほど申し上げましたＱＲコードを用いたアンケートと、Ｗｉ－Ｆｉビーコンを設置しての

情報収集、これを合わせて500万円でございます。内訳でございますけども、詳しい詳細の資

料はちょっと今手元にございませんけども、内容といたしましては、当然機械が必要でござい

ますので、機械のリース料であったり、出てきたデータの集計といいますか、そこは機械代で

はなくて、委託先のマンパワーに係る部分だと思いますけども、そういった費用が主でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ７番引地君。 
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○７番（引地稔治君） いや、それは当然そうやろと思うて質問したんですけど、その機械代が幾

らなんか、人件費っていう事務費ですね、それが主なのか、この500万円の、そこをちょっと

知りたかったんやけど、今分からんなら結構ですけどね。できたら聞かせていただきたいと思

います。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 500万円の内訳でございます。 

 項目としましては、アンケートの項目作成、それからアンケート告知用のツール作成、印

刷、アンケートの会員分析、それから利用実態の調査報告書、以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ７番引地君。 

○７番（引地稔治君） 確認なんですけど、機械代が多いんかな、それともその集積するのに事務

費として人件費としてそれが多いんかだけ教えてください。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 割合としましては、機械代は全体の割合は少ないかというふうに

思っております。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

 １番城本君。 

○１番（城本和男君） すいません、125ページの観光機構のこの補助金について、これ議員とし

てもやはりどういう補助金の使い方がされているか、補助金がどうなのか知っておくべきこと

もありますので、聞かせていただきたいと思います。 

 これ通常予算要求、補助金申請があった場合に、普通は全部つけられませんので、どういう

基準で予算をつけられているんかお伺いしたいと思います。これは総務のほうになるのかと思

うんですけども。 

 それと、この人件費、観光機構の関係の人件費は一体幾ら使われているのかどうか。一般会

計のほうにもあります。地域おこし企業人もあります。国際交流の方々もございます。それ全

部で幾らあるのか、概算でお願いします。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 当初予算に係ります基準、どういう基準で予算をつけているのかとい

う御質問でございます。 

 議員御存じのとおりでございますが、当然予算査定の中で資料、今回でございますと、今回

議案資料にもついてますような形で機構さんの予算を見せていただいて、それで精査するよう

な形で進めております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構の関連でございます。 

 観光機構に勤務する職員全体の人件費ということでございます。予算書のほうには専門人材

２名、プロパー職員２名、パート職員４名を計上させていただいております。議員御指摘のと
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おり、このほかにＣＩＲとして国際交流員２名を配置しております。この２名の報酬は、２人

合わせて746万円でございます。それに加えて、予算に計上させていただいておりますけど

も、地域おこし企業人で560万円でございます。あと、それに加えて職員２名派遣しておりま

す。職員のそれぞれのお給料につきましては、申し訳ございませんが把握しておりませんの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） １番城本君。 

○１番（城本和男君） 人件費につきましては、今国際交流の方、それから地域おこし企業人の

方、それと職員２名分、何百万円か職員が出ていると思うんですけども、それとこの機構の予

算に入っている方々の給料ということですね。 

 といいますのは、今まで観光協会があって、観光協会にはやっぱり入湯税をある程度入れて

いかなあかんとかというふうな考えもありまして、やはり4,000万円ぐらいから4,500万円ぐら

い、通常の経費として要求をされていた、それについてこういう事業をしたいというふうなこ

とで補助金を一つ一つ精査して予算要求がされていたと思うんですけども、今回、人件費につ

いても、これかなり高額の人件費が配当されてます。それと、今そのデータ収集のお話があり

ましたけども、やはり１年間やってみて、その成果を検証した後に補助金をつけていかない

と、これは今年も２年度についてもデータ収集に30万円かなんかあったと思うんですけども、

その成果が私どものほうにまだよく見えてこない。その中でまた500万円を出していかなけれ

ばならない。この500万円については、これどこへ委託する予定なのかどうか、お伺いをいた

したいと思います。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） まず、データ収集の委託先でございます。 

 すいません、具体的にどういった会社名かというのはちょっと差し控えたいと思いますけど

も、準備行為としましては、県外の業者から見積りを徴収して、現在内容等を精査していると

ころでございまして、契約については４月以降させていただくという予定でございます。 

 あと、人件費、人の関係でございます。やはり組織づくりするには、人、専門人材も含めた

人というのが重要になってこようかと思います。やはり従来観光協会、行政も含めてですけど

も、なかなか町の観光振興というところでは効果が発揮できていなかったというのは、これは

否めないとこかなというふうに思います。実際数字でも観光客の数というのは減っております

し、近年、コロナの状況もありますけども、それを除いても観光客の推移というのは減ってき

ておるところで、そういったところをやはり立て直すという意味では、ある程度の人というの

が必要なのかなというところで御理解をいただきたいというふうに思います。 

 あと、データ収集、いつまでというお話でございます。それは効果検証も含めてということ

になろうかと思いますけども、やはりいろんな正確なデータを集めて、それを継続して行うこ

とで、いわゆるＫＰＩであったり、ＰＤＣＡサイクル、こういったことを行う上では必要な部

分であるかと思います。観光機構の場合、数値目標を立てて検証していくというのが一つ大き
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なテーマでございますので、その部分については公表といいますか、情報提供しながらやって

きた結果がどうだったのか、それに基づいて改善して、どのようにしていくべきか、こういっ

たことは条件として関係者で共有する、これがＤＭＯの登録要件でもございますので、そのあ

たりはこういったことは従来できてきてなかったと思うんですけども、こういった取組をやっ

ていくのが観光機構というふうに御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） １番城本君。 

○１番（城本和男君） 観光機構の趣旨もよく分かりました。そして、データ収集の重要性という

のも物すごく分かるんですけども、この今のコロナ禍のときにおいて、那智勝浦町が今観光で

必要なのは何なのか、それがデータ収集かも分かりませんけど、町民の皆さん、それから観光

関係の皆さんが何を望まれているのか、これがこの500万円が正しいのかどうかですね。機構

がやらなあかんことは分かるんです。機構を中心にして何か考えられてないのかなという、ち

ょっと私疑問に思う点があるんです。 

 それともう一点、この地域振興の事業費、これまで協会がされてきた事業なのかもしれませ

んけど、これについても705万円についても今後実行委員会とも相談しながらとか、ちょっと

見えてないところがあるんです。これらの事業についてやりますんで予算くださいっていうの

が普通予算請求、予算要求で予算の承認だと思うんですけども。これ分からんけども、705万

円やりたいんで、協会がやってきたんでっていう予算だったら、ちょっと承認しづらい。せめ

て項目を挙げてどうやってやっていくというのを整理していただいて、状況によってはこれは

コロナの関係で中止しますというのはあるかも分からんですけども、ちょっとこの地域振興事

業策で705万円というのは、議員として承認しづらいなと思いますが、その点いかがでしょう

か。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構、データ収集というのは非常に重要なところでございま

すけども、それ以外にもやはり先ほどから御質問ありますように、地域の方々との合意形成、

コミュニケーションであったり、機構の取組を理解いただく、こういったところも重要と認識

してございますので、そういったデータ収集であるとか、イベントを実施するということでは

なくて、地域との合意形成というのも積極的にやっていかれるものだというふうに考えており

ます。 

 予算の要求の在り方、いわゆる地域振興事業費の部分でございますが、先ほど総務課長のほ

うからも御答弁させていただきましたけども、機構側から予算の要求が上がってきて、まずは

観光企画課のほうでその事業の必要性等を協議して、査定という形でやっているわけでござい

ますけども、地域振興事業費、卓球大会、それからあげいん熊野詣、まぐろ祭り、これは委員

おっしゃるとおり、協会のときにやっていたものを引き続き継承しているというものでござい

まして、これらについては繰り返しになるんですけども、やはりその中止するとか、見直しを

するということになれば、実行委員会との協議も必要になりますし、なかなかそういったこと
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もできない状況にあるということで計上はさせていただいているわけでございます。 

 ただ実際、実施するかどうかというのは、コロナの関係もございますけども、予算には計上

させていただいておりますけども、実施する際には、そのまま今までどおり実施するというこ

とではなくて、より効果的な方法等も検討して協議をしていきたいというふうに考えておりま

すので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

 ６番金嶋君。 

○６番（金嶋弘幸君） １点だけお伺いいたします。 

 123ページの空き店舗活用事業補助金、これ２件分、毎年２件分だと思うんですけども、こ

れは先ほどからの話で機構とか振興とはまた違って、直接的に支援になると思うんです。その

中でコロナ禍ではございますけども、予算的には難しいかもしれませんが、やっぱり直接的な

支援ということで、今年は一件でも増やしてすることはできなかったのか。 

 それが１点と、金額的にはいいと思うんですけども、やっぱり商売を始める中でタイミング

とか時期的なものもあろうかと思います。その中で例えば前期とか後期とかに分けて、前期２

件、後期１件とか、もしくはその前期の中で募集がない場合には、また後期で募集するとか、

そういったことはお考えではないでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 空き店舗活用事業の関係でございます。 

 今年度２件分を予算計上させていただいてございます。この事業につきましては、地域の活

性化とか、若者の町内定住、それから起業を推進するというところで非常に重要な事業という

ふうに認識してございます。例年、２件予算計上させていただいております。可能であれば、

募集も近年増えてきておりますので、予算の拡充といったことも今後は検討をしていきたいと

いうふうには考えてございます。 

 あと、年度で考えるんではなくて、もっと活用しやすい補助金にというところでございま

す。 

 今年度については、予算２件分ということで、例年どおり５月、６月ぐらいに募集をさせて

いただいてというふうに考えてございますけども、例えば応募がなかった場合とか、そういっ

たことがあれば、また柔軟な対応も検討していきたいと思いますし、また今後２件ということ

ではなくて、もっと予算をお認めいただけるような状況になれば、いろんな柔軟な対応という

のが検討できるのかなというふうには考えておりますので、御理解のほうをよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ６番金嶋君。 

○６番（金嶋弘幸君） 一件でも多く商売していただける人ができたら、やっぱり経済的な効果と

いうのも、町の活気という部分にも、これからコロナ禍を過ぎて観光地としてまた活気を取り

戻していくためにはそういったことが必要ではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いい
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たします。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） なかなか予算の場合、単年度で完結しないといけないというのが

ありますので、どうしても秋以降に募集した場合、会計年度内に事業が実施できるか、そうい

ったことも課題かなというふうには思いますけども、できるだけ要望に応えられるような事業

を考えていきたいというふうに思いますので、御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） 何点かお聞きします。 

 ページ109ページの新クリーンセンター整備事業の委託費で新クリーンセンター建設発注支

援業務委託、これは簡単な説明を受けたんですけど、もう少し詳しく業務委託の内容を教えて

いただきたいのが１点と。 

 先ほど皆さんも一緒の機構の125ページですか、那智勝浦観光機構補助金の件なんですけ

ど、よく今まで観光企画課長さんが機構はＰＤＣＡサイクルをしっかりするんやっていうお話

をよく聞くんですけど、例えば去年の予算書が観光機構が出てきたあて、ＰＤＣＡやというこ

とはチェックされて、それからアクションされてあるはずなんですよ。今年のプランが出てき

て、予算書になってあるんやと思うんですけど、チェックされてどういうことが上がってき

て、どういうふうな行動をとられてこの予算書になってあるんか、ちょっとお聞きしたいの

と、観光機構の中の予算の中で、会費収入が200万円て書いてあるのが29者28万円、これ収入

の部が減っていっていたら、歳出のほうも減らさんとあかんことになってくるのが１点と。 

 もともと観光協会からの車が多分観光機構に行ってあるんやと思うんですが、何台あるの

か。それで、多分これ使用料及び賃借料の中の社用車のリース、普通車と軽自動車が出てある

んですけど、この辺何台ぐらいあって、どういうふうに利用するから、これが必要なんかとい

うのと、機構の中の委託料の中で、経理事務委託で複式簿記のできる方を募集ですか、そこは

委託するんですか、その辺をちょっと。その項目の中の複式簿記ができて決算書までできるん

やったら、税務顧問委託料の発生って、どういうふうなことで考えられてあるんか、その辺が

１点と。 

 それと、ページ127ページ、観光費の中の工事請負費の、ちょっと簡単で結構なんで、各項

目の金額を教えていただきたい。この３点をお願いします。 

○議長（荒尾典男君） 住民課長在仲君。 

○住民課長（在仲靖二君） お答えいたします。 

 新クリーンセンターの委託料の関係でございます。 

 こちらのほうは令和２年度からやらせていただいております発注支援業務について引き続き

委託を行うものでございまして、現在、見積図書のほうを取っておりまして、その見積図書を

作るに当たっても、この発注支援業務で御協力いただいているところでございます。 

 そして、この各プラントメーカーさんから取った見積図書を基に、施設をどのような仕様に

していくかということを決めてまいります。そして、それを基に総合評価落札方式の入札にな
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ってこようかと思います。そして、総合評価の入札のときにも、その精査をして、それを入札

決定するまで、このコンサルのほうに一緒に精査していただくというような業務委託になって

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 観光機構の関係でございます。 

 まず、会費収入でございます。現在29者28万円ということで、令和３年度予算では会員数

150件200万円の予算計上をしているところでございます。会員、これはサポーターという位置

づけで現在募集しているところでございますけども、今後観光機構の取組、そういったところ

を町民であったり、事業者の方に御理解をいただく中で会員数が増えていくものというふうに

考えてございます。当然予算ですので、予算どおりの収入が見込めないといった場合は、歳出

の削減とか、そういったことも場合によっては検討されるのかなというふうには考えてござい

ます。 

 引き続いて、予算書の中の一般管理費の11番、使用料及び賃借料、車の関係でございます。 

 こちら普通乗用車１台と軽自動車１台ということで、軽自動車につきましては、箱バンタイ

プの車を検討しているところでございます。現在、観光協会のほうから引き継ぎました軽トラ

ックにつきましては、経年劣化と故障も多く発生しておりますので、新しくリースという形で

借受けをしたいというふうに考えてございます。 

 車の使い道でございます。当然、いろんなイベントであったり、プロモーション活動をする

には、公共交通だけではなくて、やっぱり車は必要でございます。そういった意味で、普通車

につきましては、荷物もたくさん使えるように、人もたくさん乗れるようにということで、ワ

ンボックスタイプの車を現在リースし、来年も引き続きリースする予定でございます。どうし

ても１台では不足するということで、利活用等も考え、軽の箱バン１台リースをすると、そう

いった予定でございます。 

 続きまして、10番の委託料、経理事務委託でございます。 

 議員おっしゃるとおり、一般社団法人ですので、会計処理が複式簿記となります。そういっ

た経理の職員を雇うよりは、こういった形で経理事務を委託して、通常の支払い業務であった

り、そういった経理を外部に委託すると。これはコストであるとか効率を考えて、このような

形を取らせていただいております。 

 それに加えて、税務顧問料の話でございます。通常の経理事務は、こういった形で委託させ

ていただいて、どうしても法人税の申告とか、そういった作業が出てきますので、そういった

申告の手続であるとか、経理事務全般にアドバイスをいただくということで、顧問委託料を計

上させていただいてございます。 

 それから、127ページの節区分14工事請負費の内訳でございます。 

 まず、海岸整備工事費は90万円でございます。それから、次の湯川海水浴場の建屋解体工事

が90万円、次の宇久井海水浴場の解体が110万円、タクシー乗り場の雨よけ設置工事が80万
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円、舟見茶屋の休憩施設の工事が1,100万円、合計で1,470万円でございます。 

 もう一点、最初の御質問で、観光機構のいわゆるＰＤＣＡサイクル、それを役場がどうチェ

ックして予算に反映しているかということでございます。 

 組織が立ち上がったばかりで、コロナの影響もあって、人材も少ない中でなかなか当初の予

定どおり組織の基盤整備といったところはまだできていないというところもございます。ＰＤ

ＣＡサイクルというふうに何度も申し上げてございますけども、やはり現段階では、そこをあ

まりこだわらずということではないですけども、まだ評価する段階ではないのかなと。今はま

ずは組織を充実させて動き出して、その中で検証して改善していく、そういった流れになるの

かなというふうに思います。まだちょっとそこまで本来の目的であるＰＤＣＡサイクルをきっ

ちりして、それを予算に反映してというところまでは行っていないというのが現状でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） クリーンセンターの件なんですけど、建設発注業務委託によって実際の工

事会社ですか、各プラントメーカーに聞くというようなのがもう本当にどこでも入れるような

形で、どこの工事会社がなるんか分からんですけど、これが専門で、ここしかあかんというよ

うなことはないように、なるべく。よくそんなことを聞くんで、なるべくどこでも入れるよう

な形にしていただきたいのが１点と、機構の中の予算の中で、ここ２台書いてたら３台という

ことで、このリース車というのは、保険なしで車だけ借りて保険代はこっちで払うという形に

なってあるから、この自動車保険料が38万6,000円出てあるんやと思うんですけど、そんな感

じで解釈したらえんかな、その辺すいません、よろしく。 

○議長（荒尾典男君） 住民課長在仲君。 

○住民課長（在仲靖二君） お答えいたします。 

 現在見積図書のほうも10者ほどとっておりまして、それが出てきた中で一番上と下を除いた

形で平均的な形でどこでも入札参加できるような格好でいたしたいと考えてございます。よろ

しくお願いします。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 役務費の自動車保険料でございます。 

 こちらリース料の中に保険代が含まれていないということで、別途役務費のほうで保険料を

計上させていただいているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） 先ほど２回目に聞き忘れたんですけど、この税務顧問委託料ですか、66万

円というのは。予算なんであれなんですけど、税務事務所って結構各企業でもここまで出して

ないでしょう、この半額以下、現実。予算なんで、結果はもっと低かったということになると

思うんですけど、ちょっとこれはあまりにも顧問委託料というのが高いなと思うんですけど、
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その辺はどのような認識なんかな。 

○議長（荒尾典男君） 観光企画課長佐古君。 

○観光企画課長（佐古成生君） 委託料の税務顧問料でございます。 

 こちらは現在１者から金額を確認して予算計上させていただいておりますけども、実際契約

する段階では、ほかの税務事務所とか、通常の相場がどうなのか、このあたりも検討して最終

的に契約をしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 質疑なしと認め、款４衛生費から款６商工費までの質疑を一時中止しま

す。 

 休憩します。再開14時50分。 

 なお、休憩中に東日本大震災から10年を迎えるに当たり、午後２時46分にサイレンが鳴りま

す。そのため、犠牲になられた方の御冥福をお祈りするために各自黙祷をお願いいたします。

休憩中です。よろしくお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              14時25分 休憩 

              14時49分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（荒尾典男君） 再開します。 

 次に、款７土木費129ページから款13予備費180ページ、給与費明細書181ページから189ペー

ジと、１ページから14ページまでの土木費から予備費までの部分を含めて質疑を行います。 

 ３番曽根君。 

○３番（曽根和仁君） １点質問します。 

 138ページの真ん中のところの委託料、都市計画マスタープラン及び復興計画事前策定業務

委託です。今年度は650万円ですけど、これ２年の事業で前年度は1,400万円だったんですが、

前年度、会社名です、どこの会社に業務委託、コンサル委託されたのか。これはやっぱり会社

によっていろんな得意分野っていうのがあって、その会社でどういうものができるかというの

は分かる場合があるんで、ぜひ会社名を教えてほしいです。それで、前年度というか、今年度

というんですか、今年どこまで進んだのか、都市計画の審議会も１回か２回は開いたのかどう

かですね。それで、これは建設課が担当しているのか、防災対策室がやっているのかというこ

とですね。 

 あともう一つ、これ和歌山県が策定業務の手引きというのを120ページぐらいのでつくって

まして、それを読むと最後のほうに、これはもう実際に浸水地域の住民の今後の生活に関わる

んで、そういう住民参加型のでつくるのが望ましいというふうに書いてあるんですが、そうい

う住民参加型にするのか、それとももうパブコメかなんかで意見もつくってから募集して、そ

れをもってもう住民参加したということにしてしまうのか。どういう丁寧なやり方で住民参加
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型にするのかどうかというのもちょっと気になるんですが、もし住民参加型にすると、例えば

大学の先生をコンサルさんとは別に委嘱してコーディネーターになってもらってとかという、

そんなやり方をする町もあるかもしらんですけど、そういう丁寧なやり方をされるのかどうか

ということです。 

 あとは、策定の手引き、和歌山県のを見ると、議会で承認を得るというのも望ましいという

のがあって、例えば長計のように議会で承認を得るっていう、そういう手続を取るのか、もう

そういうことはしないのかっていう、その辺を教えてください。 

○議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 都市計画マスタープランの策定業務委託及び復興計画事前策定業務委

託につきましては一括して発注しておりまして、株式会社オオバ和歌山営業所となってござい

ます。 

〔３番曽根和仁君「オオバはどういう字を書く」と呼ぶ〕 

 オオバは片仮名でオオバです。 

 そして、どこまで進んでいるかということでございますが、今年度につきましては、計画や

現況の分析、そして現状の把握、そして主要課題の整理、将来目標の設定、全体構想の検討な

どを行っております。 

 そして、令和３年度では、それらを基に計画の策定を行うんですけども、パブリックコメン

トを採用したいと思っております。また、それらに対しまして庁内での委員会、特に都市計画

審議会など４回ほど予定をしております。そしてまた、その策定に当たりまして、委員の中に

大学の先生も委嘱させていただいております。ですので、住民そのもの参加型というよりは、

有識者でありますとか、地区を代表した方、あるいは都市計画審議委員の方の意見を集約させ

ていただきたいと思っております。そして、議会へは承認という形になるのか、報告になるの

かは総務課ともちょっと相談させていただきまして、取扱いを考えさせていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ３番曽根君。 

○３番（曽根和仁君） 大変これ那智勝浦町というのは、南海トラフ型の巨大地震が起きると、和

歌山県では那智勝浦町と太地町が一番被害が、50％以上の家屋が被害を受けるということで、

ただ太地町は面積が小さい、那智勝浦町は町の中心部だけじゃなくて、下里地区ですとか宇久

井地区も浸水しますので、かなり難しい計画になる。だから、本当に丁寧にやっていただくほ

うがよろしいかなと思うんです。その先生、もしよろしかったら、もう既に委嘱をされている

んでしたら、どこの大学のどういう先生というのも教えていただければありがたいなと思うの

と、あとこれも要望ですが、例えばそういう先生をお招きしてそういう委員会なんかを開いた

ら、地元紙さんなんかにも会議を開いた風景なんかをちょっとやって、今こういう計画を町が

やってますよという、そういうのを流すだけでも町民の皆さんは関心を持っていただいて、パ

ブコメのときでも、やっぱりそれに返答率が高くなるのかなと思いますので、それもよろしく
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お願いします。 

○議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 委嘱しておる大学の先生ですけども、大学は和歌山大学でございま

す。そして、先生方や有識者を呼びまして聞き取り、役場内の職員の意見交換会とかもさせて

いただいております。それらのマスコミ、地方紙にそういうことを行ったというような記事も

今後は提供させていただきたいとは思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） １番城本君。 

○１番（城本和男君） 147ページ、自主防災組織のこの610万円の補助金の関係なんですけども、

地域では自ら地域の方々がテントとか、非常用の食料、これ備蓄をしていこうということで進

められております。今、この備蓄とかそういう物資の関係の補助金、今２分の１の補助金だと

思うんですけども、これは倉庫とか、物資が備蓄しやすいような形のものに、要望もあるんで

すけども、考えられてないのかどうかをお伺いをいたします。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 147ページ、災害対策費に係ります負担金、補助及び交付金の関係で

ございます。 

 自主防災組織支援金につきましては610万円で、昨年度と変わりございません。その中で、

避難路等の整備に係る補助金につきましては、近年実績が減りつつございましたので、予算額

を減らしまして、区長さん方等から要望の多かった備蓄品の購入に係る補助については２分の

１補助から４分の３補助に引き上げる予算を組んでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

 10番中岩君。 

○１０番（中岩和子君） １件、お尋ねをいたします。 

 147ページの宿泊施設避難所対応支援事業協力金180万円とありますんですけど、これは避難

が出たときに、災害のときの、そのときにホテルへ泊まらせていただくという、１人2,000円

で泊めていただけるという説明やったと思うんですけど、これどういうふうな対応で、一旦役

場へ申し込んで、それから役場のほうから各旅館へ御紹介いただくとか、それとももう個人が

直接ホテルのほうへ連絡を取って予約を取るとか。大人の方は2,000円なんです。子供さんは

どのようになっているんか。２年度はコロナの密にならないということで無料でホテルへ避難

させていただきました。それまでは、地域によってでしょうけど、私どものほうの市野々のほ

うは、3,000円で特定のホテル浦島さんとか御苑さんとか、そういうふうなところへ電話を入

れて避難させていただくということが個人と区との約束の中で3,000円で避難させていただい

ていたんですけど、今回この2,000円ということで本当にありがたいなとは思うんです。去年

みたいに特別な補助金があれば対応していただけますけど、いつまでもこれもしていただける

わけじゃないですので、これから先、きちっとそういうふうな形にしていただいたらありがた
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いと思うんですけど。ただ個人が直接そのホテルと連携を取るのか、また子供さんやったらお

幾らになるんか、そういうふうな基準をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 147ページ、災害対策費に係ります負担金、補助及び交付金の関係で

ございます。 

 宿泊施設避難所対応支援事業協力金180万円につきましては、議員おっしゃいますとおり、

今年度につきましては、住民の方、御利用される方から2,000円を頂戴いたしまして事業を実

施する形としてございます。議員おっしゃいますとおり、こちらにつきましても長く継続性を

持って続けていきたいという趣旨から、御利用者の方に御負担いただくというような形を取ら

せていただいた次第でございます。 

 また、お子さんの料金についてでございますが、こちらは各旅館施設のほうの規定があろう

かと思うんですが、恐らく乳幼児等については無料であろうかというふうには思いますが、旅

館サイドとの取決めの中でそれぞれ決まってこようかと思いますが、それに合わせていきたい

というふうに考えてございます。 

 申し訳ございません、申込み等につきましては、今年も実施したところでございますが、事

前にホテル等と協定を結びまして、各御利用される方がその各ホテルに申し込んでいただくと

いう形を取ってまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 10番中岩君。 

○１０番（中岩和子君） それでは、まだ子供さんの料金ははっきり分からないというところです

ね。その旅館によって、子供さんの料金が違うということですか、そこのところは。大人は

2,000円ということでございますけど、幼児の方は無料にしていただいたとしても、子供さん

の小学生とか、その方らは同じ2,000円なんでしょうかね。そこら辺もまたはっきりとしてい

ただきたいと思います。 

 避難するときは１人で避難するという方はあまり少ないですよ。御家族で避難されますん

で、そやから子供さんの料金がお幾らかということをまたよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 それで、先ほど課長のほうから今年度は１人2,000円ということでございますと御答弁をい

ただいたんですけど、今年度ということは、この３月、来年度ですけど、今後ずっと明くる年

もずっとそういうふうな体制は取れないということなのか、そこのところもまたよろしくお願

いします。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 子供さんの利用料ということでございますが、これから旅館サイドと

協定をする中で進めていくことになります。その中で子供さんの何歳から利用料がかかるとか

というような点も含めて取決めしていきたいというふうに考えてございます。 

 また、この事業についてでございますが、できる限り利用料金、お一人様2,000円頂戴する
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んですが、今後も続けていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

 11番森本君。 

○１１番（森本隆夫君） 今、10番の中岩さんから147ページの負担金、補助及び交付金のところ

の宿泊施設の避難場所の協力金なんですけど、これ協定先が決まったらちょっと教えていただ

きたいと思うんです。ほいで、みんなに告知せなんだら、どこが指定先か協定先か分からん

と、こういうふうななにがありますんで、できたら周知できるように徹底していただきたい

と、かように思います。 

 それと163ページ、委託料、オペラコンサート実施委託なんですけども、ちょっと中身を教

えてほしいと思います。ほいで、先ほど300席と、こういうふうな説明もあったわけですけ

ど、少し具体的に教えていただけませんか、お願いします。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 147ページ、宿泊施設避難所対応支援事業協力金についてでございま

す。協定が調いまして利用できる施設が決まりましたならば、住民の皆様方への周知徹底に努

めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 教育次長田中君。 

○教育次長（田中逸雄君） オペラコンサート事業実施委託の件についてでございます。 

 予算額のその内訳ということでございますが、内訳といたしましては、歌手が３名、ピアニ

スト１名に対する報酬、それぞれ１人当たり３万円、合計金額が12万円、そしてその方々の交

通費、宿泊費等、そしてそれ以外といたしましては、会場設営費、舞台設備機材、これが10万

円、その他照明器材、音響機材など、そして機材輸送費用、これが11万円、そしてその他設営

照明スタッフ人件費、そしてその方々の宿泊費、そして交通費、そして会場の図面作成費、あ

と準備費用、それ以外といたしましては、楽器の輸送のガソリン代、それから高速料金、そし

て輸送スタッフの宿泊費、あとは音楽著作権料など、細かくございます。 

 そしてあと、その300席ということで御説明申し上げたんですけども、当初このコロナ禍で

の実施ということがございまして、客席と客席の間を空けて、スペースを取って設営した関係

で、最大で350席が設営できました。そして、説明の中では300ということで御説明させていた

だきましたが、申込みが好評いただきまして、予定した席数については当日完売ということに

なりました。その後、協議した結果、少し見づらい席ではございますけども、残り50席につい

て追加でその後予約を受け付けておるというところでございます。これにつきましても、昨日

夕方５時前に残り追加の50席についても完売ということになりまして、現在はキャンセル待ち

の受付を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 11番森本君。 
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○１１番（森本隆夫君） ありがとうございます。 

 この避難場所の協定先ですけども、できたら一般の人もこういうふうな宿泊施設へ避難でき

るように認識を持ってくれたらいいんです。そやけど、どこへ行って、どこが指定先やから分

からんと、こういうことが僕ら言われるんやよ。そやけど、僕らも知らんねよということで、

今度何かの形で周知徹底できるようにしてあげていただきたいと、かように思います。 

 それと、このコンサートですけども、実はこれ新聞とか何かで住民に知らせましたね、町民

に。それから２日後に問い合わせれんと、そうしたらもう満席ですって、ありませんと、こう

いうふうな話が聞こえてきてんよ。ほいで、僕は数人から言われたから、ああそうか、そりゃ

あまあまあええことか悪いことか分からんけど、あんたらそこのことをできなんだだけにつら

ねえと、こう言うてんけども、そこらあたり、そやけどあんたとこが受け付けて、そんな話は

ありましたか。２日か３日後ぐらいやった、何かの見てきてんいうてよ、ほいでもう申し込ん

だら、いっぱいですって言われて、満席です言われてんてよ。あれは弱ったなあというて、ど

んなことか知らんけども、そこらあたりの様子はどうだったですか。一回断ったこともあるん

ですか、それともどういうことでこうなったんかというのを僕答えてあげたいと思うんで、ち

ょっとそこら教えていただきたいと思います。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 議員おっしゃいますとおり、宿泊先との協定が調い次第、周知徹底に

努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 教育次長田中君。 

○教育次長（田中逸雄君） オペラコンサートについての予約申込みの件についてでございます。 

 今回初めての取組ということがございまして、どの程度の申込みがあるのかというのが、こ

ちらの教育委員会の事務局としましても、最初の受け付ける前の段階では分からない部分がご

ざいました。ただ今回の件で、町民に対するお知らせが２月19日に、これは記者会見という形

でお知らせをさせていただいたところでございますけども、本来であればもう少し早くお知ら

せして、そしていつから受付ということが十分周知された上でするべきであったなというのは

反省点であると考えております。ただ、年明けから２月７日まで、全国的、大都市圏を中心に

コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令される中での、この発表ということで、

その辺の時期については随分苦慮した点がございます。その点でお知らせが遅くなったことに

ついては、これは非常に申し訳ないと思っております。 

 実際の受付に際しましては、当初教育委員会で発売を予定しておりました150席につきまし

ては、これは当日の３時ぐらいだったと思うんですけども、全て予約が受付が終了したという

状況になりました。そして、その後、さわかみオペラ芸術振興財団のウェブシステムの受付が

まだ残っておりましたので、そちらの御案内をさせていただいたところでございます。その

後、好評であったために、先ほど御説明させていただきました少しステージが見にくい席、

50席ほどを追加して、そして追加の受付を行ったところでございます。それにつきましても、
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昨日、これは予約が全て完売ということになりまして、それで現在は予約されている方のキャ

ンセル待ちということでの受付を現在行っているという、そういう状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） 何点かお聞きします。 

 139ページの住宅管理費の中で、工事請負費ですか、勝浦地区空家解体撤去工事の項目のこ

の維持修繕と簡単な金額を教えていただきたいのと、この不良空き家というのは、１件につき

どんだけの補助で何件という説明があったと思うんですけど、その勝浦地区の空き家解体のこ

とでちょっとお聞きしたいのと、それと146ページの災害対策費の委託料、家具転倒防止対策

事業支援委託ですか、これちょっとどんな広報をされて、何年もやられていると思うんですけ

ど、なかなか進んでいかないような工事かなと思って、これはどんな広報をされているんか

と。 

 その下のページ、147ページですか、地震対策事業補助金、これはブロックとか耐震ブレー

カーというお話やったんですけど、よく聞かせていただくのは、高齢者の方で年金生活だけ

で、ブロックあって壊したいんやけど、なかなかよう壊さんていうことをお聞きするんです。

例えばこの２分の１の補助金やったですかね、これ、上限があって。これある程度緩和できん

もんかなと思うて、所得制限があって所得の低い人は補助率が上がるとか、そういう検討はさ

れてないんか、その辺をお聞きします。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） まず、私のほうからは146ページでございます。災害対策費、委託料

の中の家具類等転倒防止対策支援事業業務委託についてでございます。 

 こちらの業務につきましては、45万円計上させていただいております。65歳以上の高齢者世

帯の要配慮者の方を対象といたしまして、１件当たり５か所までの設置を行うものとしてござ

います。これは昨年度、今まで確かにちょっと利用実績がございませんでしたので、昨年度か

ら方式を変えまして、こちら那智勝浦町建設組合に委託いたしまして、私どものほうでその金

具等、需用費で購入したものを用意いたしまして、そちらを希望される方から申込みがあった

際に、私どものほうから建設組合の依頼いたしまして、取付けをやっていただくような形に変

えて、現在実施しているところでございます。 

 147ページでございます。負担金、補助及び交付金の中の住宅耐震化促進事業補助金でござ

います。こちらの中のブロック塀の御質問でございました。 

 こちらブロック塀の補助金につきましては、撤去、それから撤去した後の新設、それに係る

ものといたしまして、それぞれ20件400万円を計上させていただいてございます。こちらにつ

きましては、撤去の場合、一応限度額はございますが、10分の９まで補助する仕組みとしてご

ざいます。撤去後の新しく造り替えるという分の補助については10分の５でございますが、撤

去分につきましては一応10分の９まで見るということでさせていただいております。 

 10分の９でございますが、限度額がございます。10分の９でございますが、上限が10万円と
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いう形を取らせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 住宅管理費の工事請負費の内訳でございますけども、各団地の修繕的

な工事の費用といたしまして200万円、そして公営住宅長寿命化修繕工事、こちらは天満第３

団地の外壁防水工事１件で1,377万2,000円、そして勝浦地区の不良空き家の解体費用といたし

まして１件300万円、そして不良空き家除去工事に関する補助金に関しましては、上限50万円

の10件分で計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） ブロック塀の件なんですけど、上限が10万円ていったら、なかなか、ちょ

っと知っている人から苦情をいただいて、小学生がようけ通るとこなんやけど、ブロックをど

けたいんやけど、所得的に無理やということを何件かお聞きしました。これ長かったら長いほ

ど金額が張ってくるもんね。気になるんやよって、何かそういうのを助けれるもんがないのか

なと思って、やっぱり子供の安全も考慮せなあかんとこもあるんやから。この辺を一回ちょっ

と考えていただきたいなというのと、勝浦地区の件なんですけど、これ財産放棄されているっ

てお聞きしましたけど、この場所。これ、例えば解体工事っていうのは、台風が来たら飛んだ

りしたら悪いということが現況でそういうことになってくるんやと思うんやけど、例えば上物

だけ取ってしまうんか、基礎まで取ってしまうんか、その後の土地はどうなるんならと、放棄

されてあるとこやったら、町有地になるんか、その辺ちょっとお聞きします。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） ブロック塀につきましては、議員おっしゃいますとおり延長が長い場

合、確かに10万円を超えるようなケースというのは出てこようかというふうに思います。制度

自体新しくできております。これ制度自体、ここ２年ほどのものでございます。その際に県下

の状況等を調べて、その上で今回のような形を取ったわけでございますが、その後、状況等も

変わっているかもしれませんので、その辺は他市町村の状況等を確認いたしまして検討させて

いただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 勝浦地区の空き家の取り壊しにつきましては、基礎も含めて取り壊し

を行いまして、下の土地を整地まで行います。そして、所有権ですけども、相続放棄されてお

りますけども、町有地にはなることはございません。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ２番東君。 

○２番（東 信介君） 勝浦地区の空き家の件ですけど、300万円の予算を使ってということは、

誰かが所有、相続放棄されているけど、どこかに請求せなあかんということやな、これ。そう
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いうことになるん。解体費ではならん。その辺ちょっと、もうちょっと詳しく。 

○議長（荒尾典男君） 建設課長楠本君。 

○建設課長（楠本 定君） 相続放棄されておりますので、請求先がございません。したがいまし

て、代執行の中でも略式という形の代執行になってしまいます。そして、万が一、その後、所

有者、特に相続する方が現れた場合、その方に請求することになります。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

 ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） １番議員とちょっと重複する部分があるんですが、自主防災の組織に対す

る補助610万円……。 

○議長（荒尾典男君） ページを言うてください。 

○５番（藤社和美君） ごめんなさい、147ページです。 

 今までは２分の１の補助で、先ほどの説明でしたら、避難路等の補助が少ないので、今年度

は４分の３補助で募集しますというふうに捉えたんですけれども、それはその補助額ではなく

て、610万円の中の４分の３がソフトの面に回るということでしょうか。もう一度、すいませ

ん、しっかり聞かせていただけませんか。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 147ページ、災害対策費に係ります負担金、補助及び交付金でござい

ます。 

 自主防災組織補助金、こちらは610万円でございます。申し訳ございません、分かりにくい

説明で大変申し訳ございません。 

 まず、610万円という金額自体は昨年度と変わりございません。この辺は増額させたという

ことではございません。その中で避難路等の整備に係る補助金、それと今回の区長さん方から

要望が多かったような備品とか、備蓄品の購入に係る補助が２種類ございます。その辺の割り

振りを変えて、備品とか備蓄品に係る補助金、今までは２分の１だったんですけれども、そち

らを４分の３に引き上げるというものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） じゃあ、備品の分については４分の３補助ということで、ハードの避難路

については今までどおり２分の１補助ということでよろしかったですかね。分かりました、あ

りがとうございます。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 議員さんおっしゃるとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒尾典男君） 質疑なしと認め、款７土木費から款13予備費のほかの質疑を一時中止しま

す。 

 以上で議案第１号について歳入歳出の質疑が一通り終わりましたので、総括質疑を行いま

す。 

 ７番引地君。 

○７番（引地稔治君） すいません、計画の中では消防・防災センターが今年度から建物建設に予

定ではなっていたと思うんですけど、その財源が当初予算のほうに全然のってないでしょう。

ほんで、それなのに財政シミュレーションのほうではのってますよね。ほんだから、これは補

正で出てくるんでしょうけど、ほんなら当初予算では繰越しになるということですか。繰越し

になったとしてもですね、そしたら、長期総合計画のとこの財政シミュレーションのとこと、

ほんなら今年度の一般会計のやつの十何億円の差があったと思うんですけど、それはなぜなん

でしょうか。 

 財政シミュレーションも信憑性があると言いましたからね。その決算ベースでそのようにな

るということですので、それも十分決算ではその財政シミュレーション、長期総合計画のよう

になるというのですからね。ほんなら、当然３年度に予算として繰越しにしても執行されるん

でしょう。そうしたら、なぜ当初予算にのってなかったのかって、なぜのせてなかったのかっ

て。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 申し訳ございません。予算上は繰越し措置してございますので、当初

予算のほうにはのってございません。決算を打つ段で、当然繰り越した決算額というのがこち

らのほうに入ってまいります。ですから、決算の報告の際には、消防・防災センターの分で３

年度に使った分というのがこちらのほうで上がってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑ありませんか。 

 ５番藤社君。 

○５番（藤社和美君） 今回の予算の中に、新型コロナウイルスの地域循環型経済対策というもの

が全然盛り込まれてなかった。他市町村では、当初予算の中に入っている部分もあるので、こ

れについては、今後補正か何かで出てくるんかな。そこの方針をちょっと聞かせていただきた

い。 

○議長（荒尾典男君） 総務課長塩﨑君。 

○総務課長（塩﨑圭祐君） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてのお尋ね

でございます。 

 こちらは新聞報道でも出ましたが、第３次補正が国のほうで可決されておりまして、他市町

村におきましては新年度に一部計上されている市町村もあるというふうには聞いてございま

す。本町におきましては、３年度のほうに繰越しをいたしまして事業を実施しようというふう

に考えてございますので、今後補正予算の中で計上させていただきたいというふうに考えてご
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ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（荒尾典男君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 質疑なしと認め、以上で議案第１号について質疑を終結することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第１号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第２号 令和３年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算 

○議長（荒尾典男君） 日程第２、議案第２号令和３年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計

予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 住民課長在仲君。 

○住民課長（在仲靖二君） 議案第２号令和３年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。 

 191ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24億6,131万1,000円と定めるものでござ

います。 

 第２条は、一時借入金の借入れの最高額を１億5,000万円と定めるものでございます。 

 192ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。 

 款１国民健康保険税から次のページの款９町債まで、歳入合計は24億6,131万1,000円でござ

います。 

 194ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 
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 款１総務費から次のページの款８予備費まで、歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 196ページをお願いいたします。 

 予算に関する説明書、歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

 １総括、歳入の款１国民健康保険税から款９町債まで、歳入合計は24億6,131万1,000円で、

前年度と比較しまして6,492万6,000円の減でございます。 

 次の197ページをお願いいたします。 

 歳出の款１総務費から款８予備費まで、歳出合計は歳入合計と同額でございます。歳出合計

の本年度予算額の財源内訳は、国県支出金が17億7,681万5,000円、地方債が1,000円、その他

が123万円、一般財源は６億8,326万5,000円となってございます。 

 本年度の国民健康保険事業の状況につきましては、被保険者数を4,549人と見込んでござい

ます。前年度より107人の減少で、加入率につきましては32.1％を見込んでございます。 

 また、本年度の予算計上に当たりまして、例年同様、国民健康保険運営協議会を開催し、委

員の皆様に御意見を伺い諮問いたしました。原案どおりの答申をいただいております。 

 198ページをお願いいたします。 

 ２歳入でございます。 

 款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保険税の本年度予算

額３億7,098万4,000円につきましては、前年度より2,136万6,000円の減額となってございま

す。節１現年度課税分につきましては、３億4,842万7,000円を見込んでございます。節２滞納

繰越分につきましては、2,255万7,000円を見込んでございます。 

 目２退職被保険者等国民健康保険税の本年度予算額は28万4,000円で、対象の被保険者がい

ないことから、滞納繰越分のみとなってございます。一般、退職合わせまして、国民健康保険

税は一番下の計で３億7,126万8,000円で、対前年度2,148万4,000円の減となってございます。 

 200ページをお願いいたします。 

 款４県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金、節１普通交付金の本年度予算額

17億5,991万5,000円につきましては、本町の保険給付に必要な費用を全額県より受け入れるも

のでございます。節２特別交付金の本年度予算額4,526万3,000円につきましては、主として保

険事業に対する補助金で、国負担分も合わせて県より交付されるものでございます。説明欄記

載の保険者努力支援及び特別調整交付金につきましては国費分、一番下の特定健康診査等負担

金は、本町が実施する特定健康診査に対する、国３分の１、県３分の１の補助金となってござ

います。 

 目２財政対策補助金の本年度予算額253万円につきましては、重度心身障害児者医療費に係

る国庫負担金減額分に対する２分の１の県補助金でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 款６繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金の本年度予算額は２億4,885万

6,000円で、前年度と比較して113万3,000円の減となってございます。節１保険基盤安定繰入

金１億4,554万4,000円につきましては、低所得者に対する保険税の軽減措置に対する繰入れ
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で、一般会計で受入れしました国庫負担金と県負担金及び町負担分でございます。負担割合と

しまして、保険者支援分が国２分の１、県４分の１、町が４分の１、軽減分として県４分の

３、町４分の１となってございます。節２その他一般会計繰入金１億331万2,000円につきまし

ては、法定内繰入れ分として説明欄記載の人件費から出産育児一時金まで、また法定外繰入れ

分として子供医療等の地域単独事業の実施に伴う公費負担減少相当分を計上させていただいて

ございます。 

 項２基金繰入金、目１基金繰入金3,223万5,000円につきましては、説明欄記載の国民健康保

険基金取崩しでございます。被保険者数の減少により国民健康保険税収入が減少し、県に対し

て納める国民健康保険事業費納付金も減少しておりまして、前年度に比べ17万8,000円の微増

となってございます。 

 203ページをお願いいたします。 

 款８諸収入、項３雑入、目１雑入の本年度予算額116万円につきましては、説明欄記載の第

三者行為による徴収金と脳ドック個人負担金として１人4,000円の40人分でございます。 

 204ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費につきましては4,665万6,000円で、対前年度

51万6,000円の増でございます。この科目には、職員４名の人件費と、レセプト点検整理に当

たっている会計年度任用職員１名の報酬ほか、関係事務費等を計上してございます。節12委託

料の説明欄、電算システム改修委託につきましては、個人所得の課税方式見直しに係る改修が

主なものでございます。次のページの説明欄２行目の保険事務共同処理委託につきましては、

レセプト電子化に伴う資格確認や帳票作成等を国保連合会へ委託しているものでございます。

節18負担金、補助及び交付金の175万円につきましては、国保連合会の事務費に対する本町分

負担金とマイナンバーカードによるオンライン資格確認等の運営負担金を国保連合会へ負担す

るものでございます。 

 206ページをお願いいたします。 

 項２徴税費、目１賦課徴収費の本年度予算額は522万6,000円で、前年度より15万円の減とな

ってございます。節１報酬から節４共済費までは、国保税の徴収に従事しております会計年度

任用職員１名の人件費でございます。節12委託料60万円につきましては、各地区集金人に対す

る収納業務委託料でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 項３運営協議会費、目１運営協議会費23万9,000円につきましては、国民健康保険運営協議

会に係る費用で、委員９名の報酬及び旅費等でございます。 

 208ページをお願いいたします。 

 款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費の本年度予算額14億9,704万

1,000円につきましては、一般被保険者の医療費に係る保険者負担分で、対前年度3,155万

9,000円の減でございます。説明欄上段は一般の3,070人分に対する７割の保険者負担分で、そ
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の下は就学前及び70歳以上の1,479人分に対する８割の保険者負担分でございます。被保険者

数の減少と医療費単価の減少見込みも合わせまして、予算額は昨年度より減少となってござい

ます。 

 目２退職被保険者等療養給付費の本年度予算額100万円につきましては、退職者の医療費に

係る保険者負担分で、対象者はございませんが、過年度分のレセプトの保留などによる請求も

ございますので、見込み計上をしております。 

 目３一般被保険者療養費の本年度予算額1,164万円につきましては、補装具や柔道整復、針

きゅう治療等に要するもので、費用額に対する保険者負担分を計上してございます。 

 目４退職被保険者等療養費の本年度予算額10万円につきましても、目２同様、過年度のレセ

プトの請求に係る見込額を計上してございます。 

 目５審査手数料の本年度予算額457万2,000円につきましては、国保連合会へのレセプト審査

手数料で、説明欄記載の審査手数料とレセプトシステム手数料でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費の本年度予算額２億4,556万1,000円につきま

しては、医療費の自己負担限度額を超える部分に対し支給しているもので、説明欄記載の１人

当たり費用額及び人数を見込んで計上してございます。 

 目２退職被保険者等高額療養費100万円につきましては、項１と同様に過年度分の請求に係

る見込額を計上してございます。 

 項３出産育児諸費、目１出産育児一時金の本年度予算額は462万円で、前年度比較126万円の

減でございます。本年度は11件分を計上してございます。 

 210ページをお願いいたします。 

 項４葬祭諸費、目１葬祭費の本年度予算額108万円につきましては、36件分を計上しており

ます。 

 次のページをお願いいたします。 

 款２保険給付費、項６傷病手当金、目１傷病手当金の本年度予算額100万円につきまして

は、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を計上させていただい

てございます。 

 款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費納付金、目１一般被保険者医療給付費納付

金の本年度予算額４億3,979万6,000円につきましては、国民健康保険の財政運営の主体である

県に対し、本町が国民健康保険税等を財源として納める医療給付分に対する納付金でございま

す。対前年度1,441万6,000円の減でございます。 

 次のページ、212ページをお願いいたします。 

 項２後期高齢者支援金等納付金、目１一般被保険者後期高齢者支援金等納付金の本年度予算

額１億1,797万4,000円につきましては、後期高齢者の医療費を賄うため、国保をはじめ全保険

者が社会保険支払基金を通じ後期高齢者医療広域連合へ拠出するもので、本町負担分を県に対

し納付するものでございます。対前年度478万1,000円の減でございます。 
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 項３介護納付金、目１介護納付金の本年度予算額4,439万3,000円につきましては、介護保険

給付費の財源を確保するもので、40歳から64歳までの介護保険第２号被保険者の国保負担分を

社会保険支払基金へ納付するもので、本町負担分を県に対し納付するものでございます。 

 213ページをお願いいたします。 

 款５保健事業費、項１特定健康診査等事業費、目１特定健康診査等事業費の本年度予算額

3,039万8,000円につきましては、特定健康診査と保健指導に係る費用で、40歳から74歳までの

方を対象に生活習慣病を予防することを目的に実施しているものでございます。節12委託料の

2,868万2,000円につきましては、説明欄記載の健康診査に係る委託料で、受診率を向上させる

ための費用の増加により対前年度143万9,000円の増となってございます。２行目の特定健康診

査受診率向上事業委託につきましては、専門業者に受診勧奨を委託するもので、対象者一人一

人の過去の受診傾向のデータ分析を行い、状況に応じた勧奨内容により健診未経験者の掘り起

こしを図るもので、本年度から今まで行っていなかった未受診者への電話勧奨も加えるもので

ございます。３行目の特定健診データ分析委託につきましては、健診データやレセプトデータ

を分析するシステムの保守でございます。 

 次の214ページをお願いいたします。 

 項２保健事業費、目１保健事業費の本年度予算額は、735万8,000円でございます。節12委託

料の589万2,000円につきましては、糖尿病性腎症重症化予防事業に加え、30歳代を対象とした

内科健診や脳ドックの委託と医療費適正化を目的とした診療報酬明細書点検業務及び医療費通

知等の保険事務共同処理を国保連合会へ委託するもので、対前年度は61万7,000円の減でござ

います。 

 次のページをお願いいたします。 

 款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１償還金及び還付加算金の本年度予算額

150万円につきましては、国保資格異動や確定申告による所得変更等の場合に生じる国保税過

誤納金の還付金でございます。 

 217ページ以降は給与費明細書でございます。説明のほうは割愛させていただきます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） 質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第２号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３号 令和３年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算 

○議長（荒尾典男君） 日程第３、議案第３号令和３年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会

計予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 住民課長在仲君。 

○住民課長（在仲靖二君） 議案第３号令和３年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算

について御説明申し上げます。 

 225ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億9,028万8,000円と定めるものでござ

います。 

 第２条は、一時借入金の借入れ最高額を3,000万円と定めるものでございます。 

 226ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算でございます。 

 歳入でございます。 

 款１後期高齢者医療保険料から款５諸収入まで、歳入合計は４億9,028万8,000円でございま

す。 

 227ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款１総務費から款４予備費まで、歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 228ページをお願いいたします。 

 予算に関する説明書、歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

 １総括、歳入の款１後期高齢者医療保険料から款５諸収入まで、歳入合計は４億9,028万

8,000円で、前年度と比較しまして464万5,000円の減額となってございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出の款１総務費から款４予備費まで、歳出合計は歳入合計と同額でございます。歳出合計

の本年度予算額の財源内訳は、その他が１万円、一般財源が４億9,027万8,000円となってござ

います。本年度の後期高齢者医療事業の被保険者数は3,470人、加入率は23.48％と見込んでご

ざいます。 

 次の230ページをお願いいたします。 
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 歳入でございます。 

 款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目１後期高齢者医療保険料の本年

度予算額は１億6,974万4,000円で、対前年度646万2,000円の減となってございます。主な要因

は、被保険者の減によるものでございます。節１現年度分特別徴収保険料につきましては１億

329万4,000円、節２現年度分普通徴収保険料は6,568万1,000円、節３滞納繰越分は76万

9,000円を計上させていただいてございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 款３繰入金、目１一般会計繰入金の本年度予算額は３億2,027万3,000円で、節１事務費繰入

金981万4,000円につきましては広域連合特別会計の賦課等に係る事務費で、広域連合への納付

分として一般会計から繰入れするものでございます。節２保険基盤安定繰入金8,566万8,000円

につきましては、低所得者に対する保険税の軽減措置に対する繰入れで、一般会計で受け入れ

る県４分の３の保険基盤安定制度負担金6,425万1,000円と、４分の１の町負担分2,141万

7,000円を広域連合へ納付分として一般会計から繰入れるものでございます。節３療養給付費

繰入金２億2,197万7,000円につきましては、医療費に対する12分の１の町負担金で、医療費の

過去３年間分を基礎に広域連合において算出された額を一般会計から繰り入れるものでござい

ます。節４その他一般会計繰入金281万4,000円につきましては、本町の後期高齢者医療事務に

要する一般管理費及び徴収費に係る部分を一般会計から繰り入れるものでございます。 

 続きまして、233ページをお願いいたします。 

 ３歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の本年度予算額は192万4,000円で、保険証や

各種通知書の郵送料等の事務費でございます。 

 項２徴収費、目１徴収費の本年度予算額は81万1,000円で、主なものといたしまして節10需

用費で封筒や納付書等の印刷、節11役務費で納税通知書等の郵送料、節12委託料で普通徴収保

険料の収納業務に対する委託料でございます。 

 234ページをお願いいたします。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、目１後期高齢者

医療広域連合納付金の本年度予算額は４億8,720万3,000円で、後期高齢者医療保険料と一般会

計から繰り入れる事務費繰入金、保険基盤安定繰入金及び療養給付費繰入金を広域連合へ納付

するものでございます。 

 款３諸支出金、目１償還金及び還付加算金の本年度予算額25万円につきましては、過誤納金

還付金でございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（荒尾典男君） 質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第３号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒尾典男君） 異議なしと認め、本日はこれで延会することに決定しました。 

 延会します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              16時01分 延会 

 

 


